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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） それでは、散会前に引き続

き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

  13番、渡邉穰君、32番、室井俊吾君より遅刻す

る旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 岡 本 真 芳 君 

○議長（植木弘行君） 初めに、１番、岡本真芳君。 

〔１番 岡本真芳君登壇〕 

○１番（岡本真芳君） おはようございます。 

  議席番号１番の岡本真芳でございます。 

  この議会も改選後２年が経過して、折り返しの

時を迎えました。植木新議長のもと、新体制とな

り初めての本会議、そして一般質問で１番という

ご順序をちょうだいすることができました。何で

も１番は気持ちがいいものです。すっきりさわや

かにいきたいと思います。 

  また、今回、この春より教育長もかわられま

した。私の大尊敬に値する井上先生が教育長に

就任されましたことに、まことに感激しており

ます。 

  よって、敬意を表し、またお近づきのしるしと

しまして、私からは教育関連一本での一般質問と

させていただきます。 

  それでは、通告書に従いまして始めさせていた

だきます。 

  １、教育行政について。 

  1)市内の小中学校の今後のあり方についてであ

ります。 

  現在、市内の小中学校は、小規模校・大規模校

の格差が大きく開いています。子供にとってプラ

スは何か、マイナスは何かを考え、教育の不平等

が起こらないよう考慮しなければならないという

ことから、市内の小中学校を統廃合するに当たり、

基準はどのように設定されているのか、また、新

設・分離についてどのように考えているのかお伺

いをいたします。 

  2)としまして、学区審議会が設置されましたが、

その進捗状況をお伺いします。 

  3)として、既に廃校となっている上塩原小学校

跡地を教育体験研修センターに改修する計画があ

りますが、改修費用、事業内容等を詳しくお伺い

いたします。 

  ２つ目としまして、登下校の安全確保について

であります。 

  1)現在、市内各校で保護者によるパトロールが

実施されておりますが、負担が多く限界が来てい

ると思われます。教育長の考えをお伺いいたしま

す。 

  2)小学校入学時に、通学用の黄色い帽子が市民

団体より寄贈されておりますが、行政からの負担

ができないのかお伺いいたします。 
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  3)400号バイパスを横断して通学する児童生徒

が多いと予想されますが、歩道橋等の設置計画に

ついてお伺いをいたします。 

  ３つ目としまして、小中学校教員の配置基準・

待遇についてであります。 

  学力・体力の低下、いじめ、不登校、給食費未

納等、教育現場での問題は山積みとなっている中、

教職員の負担は増す一方ですが、市採用の職員の

配置と残業・休日手当はどのようになっているの

かをお伺いして、第１回目の質問とさせていただ

きます。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  １番、岡本真芳議員の市政一般質問にお答えを

いたします。 

  教育行政の１番の市内の小中学校の今後のあり

方についての1)、2)について関連がありますので、

一括してお答えをいたします。 

  本質問につきましては、前回３月定例会の相馬

義一議員にお答えをしたとおりであります。なお、

今年度においては、現在までに２回開催をし、１

班10名の４班編成の分科会形式をとり、諮問事項

の審議をお願いしております。 

  ご質問の統廃合の基準、新設・分離等につきま

しては、通学区審議会での答申を受けて具体的に

検討していくことになっております。 

  このほかにつきましては、教育長、教育部長よ

りお答えをいたさせます。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） おはようございます。 

  先ほど岡本議員様から身に余るお褒めの言葉を

いただきまして、大変光栄に存ずるところでござ

いますが、それ以上に身の締まる思いがいたして

おります。よろしくお願いいたします。 

  さて、２の1)安全パトロール実施に伴う保護者

の負担についてお答えいたします。 

  本市では、昨年３月に子供安全推進計画を策定

し、保護者や地域の協力者から成る学校安全ボラ

ンティアによるパトロールを実施しているところ

でございます。また、昨年度には市内各公民館を

単位として、「地区子ども安全推進連絡会」が設

置され、今年２月には「市子ども安全推進連絡協

議会」も組織されました。また、教育委員会でも

青色回転灯装着車両６台による下校時の市内パト

ロールを引き続き実施もしております。 

  今後も長期的に安全パトロールを実施していく

ためには、保護者の活動とあわせ、地域の組織を

生かして地域全体で子供の安全確保に努めていく

ことが必要であると、こんなふうに考えておりま

す。 

  2)の通学用黄色い帽子については、ＮＰＯ法人、

明るい社会づくり運動栃木県北地区協議会の寄贈

を受けまして、小学校の新１年生に配付している

ものですが、協議会の支部が現在、黒磯地区と西

那須野地区に分かれているため、その取り扱いが

異なっております。 

  黒磯地区はすべて協議会からの寄贈、西那須野

地区は半額分の寄贈を受け、残りの半分を市が負

担しているところでございます。また、塩原地区

には支部がないため寄贈は受けておらず、市が購

入して配付しているという現在の状況でございま

す。ご協力いただいている方々には大変感謝して

おるところでございます。 

  3)の国道400号バイパスについては、現在東小

学校、大山小学校及び西那須野中学校の児童生徒

が横断いたしますが、東小学校及び大山小学校の

横断する地区のそれぞれの自治会長、ＰＴＡ会長、
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学校長等の連名による歩道橋設置に関する要望書

を受けております。さらに、現在、栃木県あて要

望書を提出するところでもあります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） それでは、１の3)につ

いてお答えを申し上げます。 

  まず、教育行政の3)でございます。 

  本年度は、不登校を含めた不適応や問題行動を

起こすなど、基本的な生活習慣の身についていな

い児童生徒を対象にした児童生徒指導宿泊体験施

設として、具体的な指導内容、体制、運営方法等

につきまして調査研究をしてまいりたいと考えて

おります。 

  ３の小中学校職員の配置についてお答え申し上

げます。 

  市採用教員の配置につきましては、小学校35人

を超える学級のある学年、中学校の学級支援、特

別に支援が必要な児童がいる学年、そして複式学

級の支援などにそれぞれ市採用教員を配置し、学

習指導の充実や児童生徒指導が充実するよう支援

しているところであります。一人一人に応じたよ

りきめ細やかな指導を行うため、各学校の計画の

もと、児童生徒への指導を行っております。 

  また、時間内での勤務をお願いしておるところ

でありまして、残業手当、休日手当等の支給はあ

りません。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） それでは、早速でございま

すけれども、再質問に入らせていただきます。 

  それでは、順を追ってということで、小学校の

新設・分離、統廃合についてから始めさせていた

だきますけれども、冒頭でも申し上げましたよう

に今現在、市内の小学校・中学校を見ますと、生

徒児童の数の差の開きというものが、小学校で言

えば少ないところですと、もう60名を切っている。

ということは、各学年10名を切っているというこ

とですね。対して、大規模校になりますと、その

10倍、20倍近い規模になっているわけです。中学

校に関しても同じような現象ですけれども、今の

時点で統廃合もしくは分離・新設の検討に入って

いるのは、具体的にどこと言わなくても結構なん

ですけれども、何校ぐらいを今現在検討されてい

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたとおり、大きい、分離

するかどうかも含めて学区審議会のご意見、審議

結果を受けて考えたい、こういうふうに思ってお

りまして、中学校で申し上げれば、西那須野と三

島中が700以上ということで、全国的に見れば大

規模ということではなく、いわゆる中規模校かな

というふうに考えておりますので、その辺も含め

て今後検討したいと思っております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） その中で学区審議会等があ

るわけですけれども、ここで保護者の意見はどの

ような意見が出ていて、どこまで深い議論がなさ

れているのかが見えてきていないんですけれども、

そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 昨年度、学区審議会

を２回開いておりまして、そのほか現地調査を２

回学区を見てきたと、こういう状況でございま

す。 

  今年度に入りまして、１回審議会を開きました。

今年度については、分科会が前回から始まってい

ますので、あと次の１回まで分科会をして、いろ

いろな意見をいただくと。その中で今後の進め方
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としましては、大きなテーマを幾つかに絞って、

なおかつ分科会で審議するか、あるいは全体で審

議するかは今後の方向になると思いますけれども、

事務局で考えていますのは、大きなテーマを幾つ

か絞っていただいて、その中で分科会ごとにその

テーマをご審議いただければと、このように考え

ております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） 慎重に審議をしていただき

たいと思っておるんですけれども、その中で小学

校から中学校に入学する際、極めて小規模な小学

校からいきなり大規模の中学校に入学するという

ケースが出てくると思うんですけれども、ここで

はやはりギャップが生じてくると思うんです。ジ

ェネレーションギャップといいますか、思いっき

り生活環境が変わってしまう中だと思うんですけ

れども、そこで果たしてそういう児童生徒が適応

できるのか。また、事例として不登校に陥ってし

まったとか、そういうケースはなかったのかどう

か。把握していらっしゃればお聞かせください。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問にお答え

します。 

  確かに、現実に私も前年度まで校長でありまし

たので、各小中の連携の中で、小規模校から大規

模校、いわゆる中学校へ来ると小規模校から来た

児童がやや不適応を起こすという場面も多々見受

けられることはありましたが、これは、各学校の

相談活動等で解決という方向をいつも考えており

ます。その中で、さらにそういういろいろな一連

の問題が起きないようにということで、後で多分

質問の中で述べると思いますけれども、今年度か

ら小中連携推進事業ということで、市内には10校

の中学校があります。その中学校には、それぞれ

小学校を抱えておりまして、その大きな中学校区

と小学校の小中連携の中で、中１ギャップ、いわ

ゆる不登校絡み、いじめ絡みの問題を解決する一

つの方策として、そんなふうなことを新規で立ち

上げておるところでございます。 

  さらに、先ほどの学区審議会の話でございます

が、やはり年に６回ほど審議会を開催しまして、

その中で分科会の中で各地域の委員さんの中から

小学校の小さい規模のメリット・デメリット、そ

れから大きい学校のメリット・デメリットを今意

見を集約中の現在でございます。それが終わりま

すと、先ほど部長が述べましたように、その中か

ら問題を幾つかに集約しまして、さらにそれの審

議を深めていく。次年度、年度末をめどに答申を

受けるという計画ではおります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） さすが教育長ですね。思っ

たとおりのご答弁をいただきまして、本当にそれ

に尽きるわけですけれども、やはりこの問題は、

非常にデリケートな問題をはらんでいると思うん

ですけれども、当初の、おっしゃったように小規

模、例えば極端な話ですと、教員と子供とマンツ

ーマンに近いようなところと、また大規模ですと

１クラスに35人もいて、なかなか目が行き届かな

いとか、また集団生活はできるけれども、集団生

活できない、メリット・デメリットがたくさんあ

る中で、行政としては、効率化も考えていかなけ

ればいけない部分もあるとは思うんですけれども、

やはりこの問題に関しましては、必ず子供が中心

に考えられなければいけないと思っておりますの

で、そこら辺も十分考慮しながら進めていってい

ただきたいと思いまして、これを要望して次の学

区審議会、これはリンクしている部分ですけれど

も、学区審議会の再質問をさせていただきますが、

今までに分科会等で年６回ということでございま
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すけれども、中間答申とか、また実施までの今後

のスケジュールに関して、答申が出るということ

ですけれども、その間の中間的な答申はあるのか

どうか、また、そのスケジュール的な部分をお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 先ほども申し上げまし

たとおり、今年度６回を予定しているところでご

ざいます。それで、５月30日に第１回の審議会を

開いていますので、今後８月、10月に向けて審議

をしていきたい。先ほど中間的なという話があり

ましたけれども、これは、中間報告をするかしな

いかはまだ決まっておりませんけれども、事務局

としては、できるものがあれば中間的に答申いた

だければいいのかなというふうには考えておりま

す。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） できればその間、間で中間

答申をいただければ、またクリアに見えやすくな

ってくると思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  それと、今、各学校で耐震診断を進めていると

ころだと思いますけれども、耐震診断との整合性

といいますか、関連づけは当然あると思うんです

けれども、そこはどのようにリンクしているんで

しょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 耐震診断につきまして

も、18年度と19年度、今年度で実施するというこ

とで、今現在、行っております。ということで、

今年度中にはその結果が出てまいりますので、当

然学区審議会の方にも情報提供して、それとあわ

せて20年度答申をいただく、このように考えてお

ります。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） いずれにしましても、耐震

診断を含めてここら辺を進めていくと、莫大な予

算を要する問題になってくるとは思うんですけれ

ども、それでもやはり人づくり、子育てという部

分は、市としても子供はやはり宝でございますの

で、そこら辺は十分考慮をいただきまして、また

十分なるご予算をつけていただきますようお願い

したいところであります。 

  そこで、学区審議会のメンバーの中に私の知人

も入っているわけなんですけれども、お話をお伺

いすれば、もう少し活発な意見を出したりとか、

議論を交わしてほしいなという印象を私は受けて

しまった部分があるんですが、この学区審議会の

権威といいますか、どのような位置づけになって

いるのかをお伺いしたいんですけれども。例えば

ここで答申が出てきました、それがどの程度の反

映をされるのかとか、権威はどのような位置づけ

になっているのかを、なかなかはっきりしないん

でしょうけれども教えていただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 学区審議会に諮問をす

るということで諮問書を出しておりますけれども、

これは、当然教育委員会から学区審議会の方に諮

問しているということでございます。ということ

であれば、当然答申は教育委員会が受けると、こ

ういうことでございます。 

  ということは、教育委員会としましては、当然

審議会の意見は最大限尊重しなければならない、

こういうふうに考えております。そういうことで

今後も進めていきたいと思っております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） 了解しました。 

  それでは、せっかく設置をした学区審議会であ

りますので、どうぞいろいろ活発な意見を出して

いただいて、有効に活動していただきたいと考え
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ております。 

  次の項に移ります。 

  上塩原小学校の跡地の再利用でありますけれど

も、同じように廃校の再利用という部分で鴫内小

学校があると思いますけれども、これを田舎ラン

ド鴫内ということにしました。実は、私どもの社

員が田舎ランド鴫内を利用させていただいたんで

す。「こういうすばらしいものがあるとはわから

なかった。本当に行ってよかった」ということで、

田舎ランド鴫内に関しては大きな成功例であると

思われますけれども、今回の上塩原小学校の再利

用は、教育体験学習センターという部分に関しま

しては、また田舎ランド鴫内とは違う体質のもの

になってくると思うんですけれども、これはやは

り成功すればいいモデルケースになると思われる

んですけれども、これの計画概要というものを３

月だったですか、総務教育常任委員会の方で配付

されました。 

  これを見ると、施設の概要という部分で大きく

３つに分かれておりました。１つ目は宿泊体験活

動、２つ目は児童生徒の指導、３つ目は教職員の

研修という部分で入っておりますけれども、１つ

目には、市内の小学校三、四年生の児童が学級及

び学年を単位として宿泊し、塩原の自然を利用し

た宿泊体験活動ができる施設というふうにうたっ

ております。これは、三、四年生ということなん

ですけれども、市内の三、四年生というのは大体

学級数で言えば何クラスあるのか。 

  また、何で三、四年生という設定をしたのかと

いう部分が私はちょっと疑問なんですけれども。

例えば５年生でしたらもう宿泊学習に入っており

ますし、６年生になると修学旅行があります。そ

こで、その前の三、四年生、これを対象とする理

由がはっきりわからないんですけれども、そこら

辺をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ３年生、４年生のクラ

スで申し上げますと、42クラス、同じく42クラス

で84クラスになります。 

  そういう中でなぜ三、四年生かという議論の前

に、確かに体験研修センターにつきましては、当

初３つの目的を持ってやりたいと、こういう考え

で持ち上げたものでございます。その後、いろい

いろ今研究、先ほどもお答えしましたように、今

年度１年間研究をさせていただいて、どういうも

のができるかと、要するに細かい点まで含めて計

画を立てたいということで、今研究をしていると

ころであります。 

  という中で、やはり効果的なものをつくるとい

うことになれば、目的がはっきりしていないと余

りにも大きく間口を広げるのはどうかということ

もありますので、その辺も含めて今後、事務局と

しては、できれば現在、先ほど申し上げましたよ

うに不登校問題が一番大きくなっておりますので、

深刻な中でも半減したいという目標を立てており

ます。そういう中で、不登校対策として人づくり、

そしてその中では基本的な生活習慣ができない子

を何とか復帰といいますか、そういうものを身に

つけさせてあげたいと、こういうことでございま

すので、その辺の目的を絞っていきたいと、こう

いうふうに考えています。 

  ですから、三、四年生になるかどうかはいずれ

にしましても、そういうふうにしたいと最初に決

めた理由は、５年生、６年生につきましては、当

然今も海の方の家とか、あるいは那須にある昔の

少年の家とか、そういうのがありますので、そう

いうものを含めて現在、宿泊体験の研修をしてい

ると、こういう事情がありましたので、そして、

５年生、６年生よりも生活習慣ということになれ

ば、その前の段階、いわゆる３年生、４年生にそ
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ういう体験をさせた方が基本的な生活習慣が身に

つくのではないかと、このように考えたものです

からそういうふうにした、こういうことでござい

ます。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの教育部長の話

で、さらに三、四年というところなんですが、先

ほど私が申し上げた小中連携の中でも絡むことで

すが、現在、私ども教育委員会としては、小学

校・中学校義務教育９年間というスパン、これを

連続性を持たせて１つの統一した目標で子供を育

てられれば、次にキャリアにつながっていくので

はないかという考えのもとに、小学校１年から４

年まで、そして中学校とリンクして、そこに断裂

がないように５、６、１と、そしてキャリアにつ

ながる２，３と、こんなふうな３段階の考えを導

入しつつあるところでございますので、小学校１

年生から４年生までというのは、人格形成の上で

非常に大切な時期だということから、基本的生活

習慣を身につけ、人間関係の土台づくりのために

やはり３年、４年生のところに位置づけるという

ことから、当初の計画ではそこに位置づけてきた

という経過があります。つけ加えます。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） そうしますと、３月の常任

委員会で配付されたこの資料に関しては、白紙に

なったという考えでよろしいでしょうか。ここに

はスケジュールというものが最後に入っておりま

して、19年の５月から９月に一回、設計委託とい

うことで、もう今まさにその時期に入ってしまっ

ているんですけれども、これは白紙という考えで

いいんですね。 

  それであれば、もう私のこの項に関しての質問

というのはぐっと減ってしまうわけなんですけれ

ども、やはり教育長がおっしゃるように、以前か

ら教育長はそういったものをつくりたいというお

考えをお持ちだということを私も承知しておりま

した。不登校だけでなく、普通に教室で授業を受

けられないような児童生徒はたくさんおるわけで

すけれども、そういった子供たちの受け皿が近隣

にないという部分で、本当に何とかしなければい

けない、だから上塩原小学校跡地はそういうのに

適しているのではないかということで、私たちも

ずっと考えておりましたけれども、今まさにその

方向に向いているということで、ほっとしている

ところなんですけれども、今、市内の施設はどん

どん指定管理者制度の方に移行の考えがあるわけ

ですけれども、ここに関しても、やはり行く行く

は指定管理に移行する考えがあるんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ありがとうございます。 

  最後の質問で、指定管理者の方向という質問で

すが、そういう考えではありません。このままず

っと継続して私どもで企画・経営していきたいと、

こんなふうにも考えております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） それでは、これは北海道の

方に北星余市、あれは高校だったかと思いますけ

れども、やはり言葉悪く言えば脱線してしまった

というか、落ちこぼれてしまったような子供たち

を受け入れて、そして更生させるという施設です

けれども、まさにこの教育体験研修センター、こ

こも適切かどうかわからないですけれども、更生

施設みたいな位置づけというんですか、普通の基

本的な生活習慣が身についていない児童生徒を正

していくという施設になるということであれば、

本当にこれはすばらしい取り組みだと思いますの

で、ぜひいい方向に向くように期待をしておりま

す。 

  それでは、次の安全パトロールについてに進ま
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せていただきます。 

  今現在、コミュニティー単位とか学校単位での

パトロール隊が形成されて活動しているところな

んですけれども、西那須野駅前に交番がありまし

て、私、そこの所長さんとお話しする機会をいた

だきました。そこで聞きますと、西那須野地区に

はいろいろなパトロール隊がありますと。これは、

学校単位だけでなく、コミュニティー単位の活動

をやっていらっしゃると。その中でまた我々の同

志の磯飛議員が隊長を務められております「とき

わっ子みまもり隊」というのもありますけれども、

そのほかに南赤田区安全防犯パトロール、五軒町

区自主防犯活動班とかたくさんのものがあるんで

すけれども、これは、それぞればらばらに今現在

活動されておりまして、もっともっと横のつなが

りとかコミュニケーションが図られなければいけ

ないという中で、先ほど出ました那須塩原市子ど

も安全推進連絡協議会でしょうか、やはりこうい

ったものを設置されているわけなんですけれども、

いまだにばらばらのコミュニティーの活動になっ

ている現状なんですけれども、もっとこの組織、

連絡協議会を活用して横のつながりを深めていく

ことはできないんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 連絡協議会そのものは、

各公民館のエリアでつくっております子ども安全

推進連絡会という単位で15あるわけですけれども、

それの会員さん方の集まりということでございま

すので、実際に動くのは、公民館のエリアの連絡

会が、実際にそのエリアの中のいろいろな団体を

まとめて情報交換をしてやっていくと、こういう

目的でございます。 

  今お話がありましたように、まだばらばらとい

うお話でございますので、今後も学校、そして公

民館が主体となりまして、そういうもろもろのボ

ランティアを含めた計画的な安全パトロール等々

を行っていきたいというふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） ここの横のつながりがなぜ

必要かという部分があるんですけれども、実は、

ことしに入ってからなんですけれども、西那須野

地区で声かけ事案というのが既に８件発生してい

るということがあります。そして、もう一つ、色

情ねらいが発生しているんですけれども、これは

下着泥棒なんですけれども、ことしに入って５月

18日までで22件、西那須野地区で発生しておりま

す。これは、いずれも日中が多いんですね。これ

は、所長さんにお伺いしましたら、下着泥棒が日

中、すごく巧妙な手口で泥棒をやっているという

中で、しかも彼らもプロなものですから、下着を

干してあるのを見て、どれがおばあちゃん、どれ

がお母さん、どれが娘さんとかとわかって持って

いくというから、たちが悪いんですけれども、そ

ういったものも、これがまた春先に非常に多いん

です。３月、４月、５月に集中しているんです、

声かけ事例もそうなんです。 

  であれば、この組織が連携して、じゃ、春は強

化していきましょう、春先にもぐるぐる回ってい

れば、そういう色情ねらいなども減少していくと

思われますし、やはりコミュニケーションを深め

ていくことが絶対重要不可欠だと考えております

ので、いち早く、その受け皿となる協議会等も設

置されておるということですので、進めていただ

きたいということを要望させていただきます。 

  あと、猟友会という鉄砲撃ち、有害鳥獣などの

駆除をお願いする猟友会さんです。この議会のメ

ンバーにも猟友会の方がいらっしゃいますけれど

も、猟友会さんが中心となってＮＰＯ栃木自警と

いう組織があるんですけれども、これに関しては

把握していらっしゃいますか。 
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○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 私の方も正確に把握し

ておりませんけれども、多分どこかの公民館の一

つに入っていたような気がしますけれども、ちょ

っとはっきりしません。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） これは、先ほどご答弁いた

だいた中に、教育長、赤色灯とちょっと聞こえた

んですけれども、あれは青色灯でいいんですか。

青でいいんですよね。 

〔「青です」と言う人あり〕 

○１番（岡本真芳君） 青ですね。 

  それで、先ほどおっしゃられた青色灯が６台設

置されているという部分も含めてなんですけれど

も、実はこのＮＰＯ栃木自警というのは、西那須

野支部というものがありまして、すばらしいんで

す。月に２回、夜間に警らしていただいているん

ですけれども、ぱっと見ると、コスチュームも紺

色の帽子をかぶって、紺色のベストを着て、後ろ

に「栃木自警」と背中に入っておりまして、乗っ

ている自動車は、何と先ほどおっしゃいました赤

色、赤の回転灯がくっついている、くっつけるこ

とを許可されているんですね。警察と猟友会が密

接な関係にあるのかどうかわからないんですけれ

ども、本当に赤の回転灯まで許可されていると。

ただ、これは公道を走行することはできないんで

すね。パトロールするときに、例えば学校であっ

たりとか遊技施設であったり、そういったところ

にとめた時点で回転させていいという条件がつい

ているらしいんですけれども、そういった部分で

赤色も一部認められております。このＮＰＯ栃木

自警は、車にも赤色がついています、車に「栃木

自警」とばっと入っているわけですね。そして、

おりてきたらお巡りさんみたいに帽子かぶって、

後ろに栃木自警、夜なんかに見ると、栃木自警、

「自」が「県」に変わっただけで、栃木県警みた

いに見えて、えっとすごい威圧感があって、ちょ

っと悪いようなやつはみんなびびってしまうよう

な感じで、こういうすばらしい組織があるんです。 

  その栃木自警さんをもっともっと膨らませてい

こうというのはなかなか大変だと思うんですが、

赤の回転灯ではなくても、ブルーの青色回転灯で

私は十分かなと思っておりますけれども、その中

で先ほどご答弁いただきました、市内で６台設置

したということでありますけれども、これの効果

といいますか実績、これはなかなか評価しづらい

とは思うんですけれども、当然パトロールする中

で日報等が上がってきているとは思うんですが、

その内容というものはどのような内容が上がって

きているんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） この青色のパトロール

につきましては、教育委員会が行っております。

そういう中で、下校時の２時半から４時半のころ

までの通学路を全部見るというわけにはいかない

ですけれども、地区に分かれて、例えば黒磯地区

あるいは西那須野地区、塩原地区、こういうこと

で毎日出ております。そういう中で、今まで事

件・事故等の報告はございません。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） それであれば、これはやは

り効果が出ているんだと思われますので、今現在

６台ということなんですけれども、増車する考え

はあるのか。もしくは私、テレビを見ていて、う

っかり見逃してしまったんですけれども、多分都

内の方だったと思いますけれども、行政の方から

民間のそういう組織に青色灯をどんどん支給して

いるんですね。青色灯というのはいろいろあって、

今風のパトカーにくっついているような大きいＶ

字型みたいなのがあったり、それは極端で自家用
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車だってパトカー風に白と黒に塗り分けている人

なんか見ましたけれども、それだけではなくて、

軽トラックに青色灯をぽこっとくっつけてパトロ

ールしていらっしゃる方々もいらっしゃるという

部分で考えていけば、公用車に青色灯をつけて、

それを増車するというよりも、民間のそういう組

織にどんどん青色灯を、100％とは言わないです

けれども補助を出したりとか、青色灯をどんどん

普及させていくという考えは持てないでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 考え方と申し上げます

か、現在は協議会、そしてこれは当然むやみやた

らにできるわけではなくて、公安委員会の許可を

とってやるということであります。そういうこと

で、乗る職員についても、講習を受けて認定され

た職員しか乗れない、こういう状況でございます。 

  そういう中では今、民間というお話が出ました

けれども、民間にそういうことが可能かどうかも

私もわかりませんので、その辺も含めて検討させ

ていただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） 私も、実はこの青色回転灯

申請手続への流れということでいろいろ調べてま

いりました。でも、さして障害になるような部分

は少なくて、割とたやすく取得できるような感じ

ですので、ぜひ前向きにご検討をいただきたいと

いう部分でございます。 

  それと、あわせてではないんですけれども、先

ほども申し上げましたように、いろいろな地区で

のパトロール隊があって、その中ではジャンパー

を着ていたりとかたすきをかけたり、帽子をかぶ

ったりとか、いろいろなことをやっていらっしゃ

いますけれども、またはステッカーですね、ステ

ッカーも何とかパトロール中というステッカー、

いろいろな色になっているんですけれども、ここ

もやはり冒頭申し上げました、横のつながりを持

ってコミュニケーションを図るという中で、市内

は統一したものにならないのかということです。

例えば、以前にオレンジ色のジャンパーだったか

と思いますけれども、各学校単位に何着か支給は

しておりますが、そうではなくても、それぞれ自

己負担になるんでしょうけれども、こういったも

のでお願いしますというふうな、フォーマット的

なものを提示していけば、市内全体が統一したも

のになっていくんではないのかと思うんですけれ

ども、それぐらいだったら可能ではないでしょう

か。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 確かにそのとおりだと

思います。そういうことも含めて、連絡協議会の

方と情報交換しながら検討させていただきたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） ぜひよろしくお願いをいた

します。これは、このパトロール活動がもっとも

っと盛んになっていけば、いろいろな意味でさっ

きの色情ではないですけれども、いろいろな部分

で防犯啓発できると思うんです。 

  もっと言えば、いろいろ廃棄物の不法投棄の防

止とか、そういった部分まで発展していくのでは

ないのか。また、そうすれば１回目の質問で申し

上げておりますように、保護者が自分たちの子供

を守るためのパトロールとかではなくて、市全体

としての防犯ということを考えて、あらゆる犯罪

に対してすきを与えないということを考えていけ

ば、防犯特区といいますか、この那須塩原では悪

いことは絶対できないぞという雰囲気を醸し出す

ような組織を構築できるように、ご検討いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、黄色い帽子に入りますけれども、ご答弁
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いただきましたように、黒磯が協議会100％、西

那須野地区が協議会50％の市から50％、塩原地区

は市から100％ということで、ばらばらになって

いると。やはりもう合併して１つの市なんですか

ら、ここは統一していただきたい。この協議会の

方々から、これは私の方で明るいまちづくり協議

会というふうに把握していたんですけれども、こ

の協議会の方々からお話を聞けば、やってられな

いよと。100％こちらがやっているんだ、えっ、

塩原地区は全額市から出ているのと。それは、同

じ市として不平等でしょうということを言われた

ものですから、今回ちょっと質問をさせていただ

いた次第なんですけれども、50％、50％でもいい

ですし何でもいいんですけれども、やはり統一し

ていかないといけない。これは、先方、協議会さ

んもありますので、ここと協議しながらぜひ公平

にという部分でお願いをして、この項は終わりま

す。 

  また、次の400号バイパスの歩道橋等でござい

ますけれども、これは、今現在で具体的にどこら

辺という候補というのは上がっていないのでしょ

うか。これは歩道橋なのか、もしくは押しボタン

信号なのか。何かという部分も含めて、今わかっ

ている範囲で教えていただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 国道400号関連でござ

いますので、建設部の方でお答え申し上げます。 

  今のところ、歩道橋ということで２カ所を要望

する予定になってございます。場所等につきまし

ては、１カ所の方はある程度要望する箇所は決定

しておりますが、もう一カ所の方につきましては、

今のところまだ決定しておりません。今のところ、

学校及び教育委員会の方と協議した上で、今後要

望していきたいというふうには考えております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） その２カ所要望の中で１カ

所は決まっているという部分であれば、その１カ

所の場所を具体的に教えていただくわけにはいか

ないですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） １カ所につきましては、

大山小学校関連でございますけれども、家畜保健

所のわきのところ、あそこのところを一応私ども

では要望していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） わかりました。 

  この歩道橋といいますか、400号バイパスを横

断して通学するという児童生徒がおる保護者に関

しまして、やはりどこに設置されるのか、何が設

置されるのか、されないのかという部分を、もう

あの道路はどんどん建設が進んでおりますので、

その中で皆さん心配していらっしゃいますので、

なるべく早く、どことどこに何が設置されますと

いう部分は、わかった時点で公表していただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、学校職員の配置という部分でござ

いますけれども、臨時職員の仕事内容ということ

になるんですけれども、市採用、臨採の方々の職

務領域というものは、どこからどこまでというふ

うになっているんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） それでは、職務範囲なん

ですが、臨時の教員に関しましては、学級支援、

それから児童生徒支援、そして図書館ボランティ

ア支援、そういうふうに各種目ごとに採用してお

りますが、その時点で臨時職員に関して、その業

務をしっかりとやってもらうという形で徹底して
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おりますので、例えば放課後、勤務時間６時間終

了したらその時点で勤務終了、８時間の採用の職

員については、８時間終わった時点で勤務終了と

いう形になります。 

  ただし、学校は、大体８時から夕方５時、各校

についてばらつきがありますけれども、その辺で

普通の授業、業務内容、教育課程を終了する時点

からさらに勤務終了までは、子供が放課後活動し

ております。その時点で６時間勤務の職員は期限

が切れますので、勤務終了と同時に職務を解きま

す。８時間勤務に関しまして、放課後も自分の職

務に対して必要な仕事をするということで、それ

以降に関しては今のところ考えておりません。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） そうしますと、例えば部活

動に関しては、なかなか指導することは難しくな

ると思いますけれども、そのほかに例えば今、問

題になっている給食費の集金とか、そういった業

務には、もう一切かかわることができないという

ことでよろしいんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの２点について

お答えします。 

  まず、部活動等放課後の生徒との触れ合いに関

しましてですが、先ほど申しましたように、学級

支援教師といいますと、例えばティームティーチ

ングという今はやりの言葉がありますが、２人の

先生で授業をする。１人は本来の教科担任という

ことで、それを補助する職員、これが学級支援で

ございます。そうすると、学級支援の教員は、直

接に授業を指導するのではなくて、個々の児童生

徒の学習理解、それから学習への手助けのために

援助をしたり、それから教材とか学習環境を整え

るという形の仕事をしてもらうことになります。 

  したがって、40人学級ですと、普通、目の届か

ない生徒が出がちなんですが、２人の先生によっ

て授業をなすということになりますと、今まで目

の届かなかった部分にも届くという形で、より児

童生徒の学習に対する成就感が味わえる授業がで

きるということで学級支援を採用します。 

  ただし、部活動に関しましては、本来の業務か

ら離れます。ですので、市の非常勤ですと、身分

の保障、それから特技、勤務の内容の限定という

ことで、実際には部活動にはタッチできないとい

う形と同時に、こちらの方でも部活動はしないと

いう指導で採用をしております。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） そうしますと、かなり制約

のある中での勤務となるのかなと思うんですけれ

ども、当然担任は持てないということでよろしい

んですね。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） はい、全くそのとおりで

ございます。担任はいたしません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） であれば、私はちょっと誤

解していた部分があったわけなんですけれども、

臨採の方も担任を持っていらっしゃったりするの

かなと思っていたものですから、待遇的にやはり

大きな格差がありますので、そこで本採用の先生

と同じように担任も持ちます、部活動も見ます、

給食費の集金もしますなんていうことでは割が合

わないなと感じていたものですからお伺いした次

第でございますけれども、いずれにしましても、

臨時採用の先生が能力がないとかあるとか、そう

いう部分ではなくて、やはり一番は子供がどうな

のかという部分で、たまたま臨採の先生に当たっ

てしまったから運が悪かったとか、そういうこと

ではいけないと思っていたんですけれども、それ
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がないということでは安心しましたけれども。 

  では、何かおっしゃりたいそうですので。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 途中すみませんでした。 

  今のお話の中で、臨採の教師ということなんで

すが、学校現場では臨時採用というふうなのは何

通りかありまして、先ほど私が述べましたのは、

市の方の採用の市の教員ということで、臨時教員

にはさらに県費職員もおります。例えば、女性教

諭の産休・育休の補助教員としての県費職員、そ

れから、傷病休暇といたしまして、病気・休養・

休業の職員のかわりに補充される、そういう臨時

の県費職員。これに関しましては、市採用の教員

と違いまして県費職員ですので、当然一般の職員

と同じ扱いをします。したがって、部活動も、そ

れから給食費の徴収、いわゆる学校事務分担に関

しましては、すべて本採用の教員と同じ仕事とい

うことになります。ここのところがちょっと説明

が足りませんでした。 

○議長（植木弘行君） １番、岡本真芳君。 

○１番（岡本真芳君） よくわかりました。 

  それでは、これまで教育に関して質問をさせて

いただきましたけれども、やはり基本的には人づ

くり、子育てということになりますけれども、市

全体のやはり課題としまして子供の学力・体力の

向上というものは、これは必要不可欠なことであ

ると思うんですけれども、例えば今、工業団地が

市内にありますけれども、こういったところに企

業を誘致しようとしますけれども、企業はどうい

ったところに行きたいのか、当然水がとか地域の

環境もありますけれども、やはり優秀な人材がそ

ろっているところ、優秀な人材を雇用しやすいと

ころに企業は進出したいわけです。 

  ですから、もう既に学力や体力が、頭も余り、

学習もできないし、もやしっ子みたいな体力もな

いというようなところだと、やはり企業は来ても

らえないですよね。ですから、本当にたくましい、

勉強もできる、スポーツも万能だというそういっ

たところに企業が来ていただけるようにすれば、

学力・体力の向上、イコールいい企業の誘致、イ

コールまた雇用の促進、ひいては市税の増収とか、

ちょっと誇張した考えになりますけれども、そこ

まで結びついていくと思いますので、やはりこの

教育に関してはどうぞお力を入れて、教育環境を

充実していただきたいと思うところなんですけれ

ども。 

  最後に、教育長に以前、お会いしたときにお伺

いした言葉の中で「信頼の確認を目指していきた

い」というお言葉をお伺いしたときに、非常に感

銘を受けまして、子供と教師、そして子供と保護

者、教師と保護者、この三角関係がしっかりと信

頼し合っている部分を確認できれば、これはもう

先ほど防犯特区と言いましたけれども、これは教

育特区に値するぐらいに本当にすばらしい教育環

境が構築されると思っておりますので、ぜひ教育

長のすばらしい敏腕を思う存分に発揮していただ

きまして、この那須塩原市がすばらしい充実した

教育環境を構築できるよう心から念願して、私の

一般質問を終わります。 

○議長（植木弘行君） 以上で、１番、岡本真芳君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 君 

○議長（植木弘行君） 次に、30番、金子哲也君。 

〔３０番 金子哲也君登壇〕 

○３０番（金子哲也君） 30番、金子哲也です。 

  一般質問を行います。 

  まず、１番目は、教育行政について。 

  この４月から、前教育長であった渡辺民彦氏か

らその後任として就任しました井上新教育長に、

所信をお伺いしたいと思います。 

  まず、教育委員会の活動役割と活性化について

ということ、それから２番目に、児童のしつけや

道徳教育についてどう取り組んでいくか、３番目

に、いじめ問題の現況と指導指針についてという

ことでお伺いいたします。 

  ２番目は、環境問題。 

  先週行われたドイツのサミット８カ国会議の中

でも、環境汚染による温暖化問題が大きく取り上

げられ、地球規模の問題としてこれから人間が安

全に住める環境を保っていけるか、季節変動や風

水被害や低地の水没危機の問題など、多岐にわた

って難問が重くのしかかってきているところであ

ります。 

  当市においても、150カ所にも及ぶ産業廃棄物

処分場を抱えて、さらに新規の申請が出されてい

るところであります。また、幾つもの候補地がま

だまだ手ぐすねを引いて待機しているというふう

に聞いております。本市は、大変な状況下にある

わけであります。 

  そこで、産業廃棄物処分場についての質問をい

たしますが、１番として、北赤田東武商事による

産業廃棄物処理場の第２期拡張計画に対する市の

姿勢をお伺いいたします。 

  ２番目に、東武商事の拡張計画用地の農地転用

に関する農業委員会の転用許可と考え方をお伺い

いたします。 

  ３番目に、市内の産業廃棄物処分場に対する市

の取り組み方は十分かどうかお伺いいたします。 

  ３番目に、福祉行政について。 

  今、一部を除いて、全国的に医師不足や医療体

制の弱体化が問題となっております。那須塩原市

もその例外ではありません。 

  そこで、お伺いいたします。北那須の医療体制

の充実についてということで、大田原日赤との今

後の市の取り組みについてお伺いいたします。 

  ２番目に、広域医療体制の拡充をどう進めてい

くのかということでお伺いします。 

  それから、⑵として、幼児児童の一時保護、一

時保育に関してということで、これも全国的に社

会問題となっている幼児児童の虐待問題に対して、

那須塩原市がどう対処していくのかということで、

１番目は、ショートステイ事業、トワイライトス

テイ事業と、それからファミリーサポート事業の

現状とこれからの進め方についてお伺いいたしま

す。 

  ２番目は、幼児虐待の状況と受け入れ方、また

一時保護の預かり方と対策についてお伺いいたし

ます。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 30番、金子哲也議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、２の環境問題、⑴、⑶についてお答

えをいたします。 

  まず、⑴の北赤田東武商事による産業廃棄物処

理場の第２期拡張計画に対する市の姿勢について
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お答えをいたします。 

  私といたしましては、これまで機会あるごとに

申し上げてきたとおり、本市内への「これ以上の

産業廃棄物処理施設の設置については反対であ

る」ということが基本と考えております。 

  したいがいまして、当該東武商事の事業計画に

つきましても例外でなく、決して容認できるもの

ではありません。 

  なお、先般、栃木県から当該事業計画にかかわ

る意見照会がありましたが、その回答に際しまし

ても、その旨明確に述べたところであります。 

  次に、⑶の市内の産業廃棄物処分場に対する市

の取り組み方は十分かとのご質問にお答えをいた

します。 

  産業廃棄物処理施設をめぐる諸問題につきまし

ては、さまざまな要素が絡まっており、簡単に解

決するものではありません。 

  本市の産業廃棄物処理施設を取り巻くすべての

問題がなくならない限り十分な取り組みでないと

すれば、現在の法制度上、市が単独で取り組める

ことは限界があり、その意味では十分な取り組み

にはなり得ませんが、市といたしましては、現在、

できる範囲で最大限の努力をしておるところであ

ります。 

  私といたしましては、今後とも新たな設置計画

はもちろんのこと、既存の施設に対しましても、

関係機関や市民の皆さんと連携を密にし、また専

門家の意見なども参考にしながら、問題解決に向

けたより一層の対策に取り組んでまいりたいと考

えております。 

  このほかにつきましては、教育長、農業委員会

事務局長、市民福祉部長より答弁いたさせます。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 私からは、１の教育行政

についての⑴から⑶までお答えいたします。 

  まず、⑴につきまして、市町教育委員会は、

「教育委員５人による合議により教育行政の基本

方針を決定するほか、幼児教育、義務教育、社会

教育、スポーツ、文化等教育行政全般にわたり、

一体的に推進する重要な役割を担っています。」

という認識のもとに、本市教育委員会におきまし

ても、これらの役割を推進しながら、今の教育現

場及び教育界が抱えている多種多様な課題やニー

ズにこたえるために、委員及び事務局職員が一丸

となって取り組んでいるところでございます。 

  今後さらに、教育委員会の活性化を図り、期待

される役割、活動を十分に果たせられるように、

私も含めてなお一層努力してまいりたいと、こん

なふうに考えております。 

  ⑵の児童のしつけや道徳教育についてどう取り

組んでいくかについてお答えいたします。 

  学校は、家庭や地域と密接な連携を図りながら、

子供たちの豊かな人格を形成する場であります。

本市では、基本的な生活習慣の確立や道徳教育の

充実について、引き続き人づくり教育を本市教育

行政の重点項目の一つとしてとらえ、豊かな心の

育成を推進してまいりたいと、こんなふうに考え

ております。 

  ⑶のいじめ問題の現況についてですが、３月に

行った聞き取り調査によりますと、小学校が18件、

そのうち経過観察中３件を含みますが、中学校６

件、経過観察中１件を含んでおります、という結

果が出ております。 

  当市でも、いじめはどの学校でも、どの子にも

起こり得ることを教育に携わる者すべてが改めて

認識し、特にいじめられている児童生徒を守ると

ともに、いじめている児童生徒や周囲の児童生徒

に対し、いじめは絶対に許されないという観点か

ら、指導の徹底を図っているところでございます。 

  そのために、いじめの実態を正確に把握し、そ
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して早期に対応するとともに、いじめの予防や未

然防止についても、あらゆる機会をとらえて取り

組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（枝 幸夫君） 私の方から

は、２番の環境問題、産業廃棄物処理場に関して

のうちの⑵についてお答えをいたします。 

  この質問につきましては、拡張計画用地の農地

転用に関する考え方を答弁したいと思います。 

  まず、農地転用の件でございますけれども、平

成18年６月に申請者が農地を資材置き場目的で申

請書を提出し、農業委員会において現地調査及び

総会で審議し、許可相当として県に進達しており

ます。その後、許可権者である県が審議を行い、

平成18年７月に転用許可がおりております。申請

者は、その後、資材置き場を整備し、平成18年８

月に工事完了報告書が提出されました。 

  農地転用の許可権者である県からは、申請から

完了報告の提出までが許認可の範囲と聞いており

ます。この間の転用は適切に処理されたと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、福祉行

政、２点ありましたのでお答え申し上げます。 

  まず初めに、北那須の医療体制の充実について

でありますけれども、その中で大田原赤十字病院

の関係です。 

  大田原赤十字病院は、県北地域における医療サ

ービスの質の向上と高度医療を目指し、がん医療

や小児救急医療、予防医学等の中核をなし、第二

次及び第三次救急医療体制における重症患者及び

重篤患者の円滑な受け入れが確保でき、頼れる医

療機関として積極的に地域に貢献できる取り組み

を期待しているところであります。 

  次に、広域医療体制の充実についてであります

が、休日の日中の初期救急につきましては、在宅

当番医制においてそれぞれの地域で対応している

ところであります。 

  また、夜間は、黒磯那須地区休日等急患診療所

及び大田原市休日等急患診療所において、日曜・

祝祭日と平日も１日ずつ診療所を開設しておりま

す。 

  なお、二次救急につきましては、病院群輪番制

病院運営事業において、大田原赤十字病院、菅間

記念病院、那須中央病院、国際医療福祉大病院が

輪番により対応しております。 

  地域における医師不足が深刻さを増す中、今後

においても住民が安心して生活できる環境づくり

のために、地域医療対策協議会の意見等も参考に

しながら、地域医療の充実を図っていく必要があ

ると考えております。 

  次に、幼児児童の一時保護、一時保育について

でありますけれども、まず、ショートステイ事業

につきましては、保護者が疾病等の理由により児

童を家庭で養育することが一時的に困難になった

場合に、短期間、児童等を預かる制度で、現在、

本市におきましては、民間のＮＰＯ法人に委託を

して実施をしております。 

  次に、トワイライトステイ事業についてですが、

保護者が仕事等の理由により平日の夜間または休

日に不在となり、家庭において児童を養育するこ

とが困難となった場合に、その児童を預かる制度

でありまして、本市では実施しておりません。 

  続きまして、ファミリーサポート事業でありま

すが、子育ての手助けをしたい人と子育てをして

ほしい人の双方が会員となり、会員間で行う相互

援助活動でありまして、これについても実施をし

ておりません。しかし、この事業に対しての期待
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やニーズは十分承知しておりますので、仕事と子

育ての両立支援のため、研究してまいりたいと考

えております。 

  ２番目の幼児虐待の状況についてでありますけ

れども、平成18年度における児童虐待通告受理件

数は19件あり、そのうち乳幼児については９件で

ありました。受け入れ方につきましては、市民や

関係機関等からの虐待通告を受けますと、担当者

が通報内容について情報収集を行い、受理会議を

開催し、その内容や今後の支援について検討いた

します。ケースにより県北児童相談所の指導を受

け、支援を行っております。 

  なお、すべてのケースについて関係機関の担当

者による検討会を定期及び臨時に開催しておりま

す。 

  また、一時保護につきましては、子育て相談セ

ンター等から児童相談所へ送致された事件の中で、

児童相談所の判断により施設等への措置がなされ

るものであります。 

  今後さらに関係機関・団体等と連携を密にし、

対処してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 再質問いたします。 

  まず、教育行政について。 

  ただいま教育長の方から答弁がございましたけ

れども、教育委員会については、我々一般の市民

からはなかなか見えにくいという面があるもので

すから、果たして教育委員会がどこまで、どうや

っているのかということについて、もっとぜひ見

せてほしいと。教育委員会の現状が開かれた状態

にあるようにはなかなか思われないので、そうい

う面でぜひもっと見せてほしいというのが１つあ

るわけなんですけれども。教育委員会がややもす

ると停滞しているのではないかと、もっと活動を

してもいいのではないかと。場合によって、我々

の推測では、教育委員会の活動を逆に抑制するよ

うなことがあるのではないかと、余り教育委員会

に活動されては困るということが果たしてないか

どうか、その辺についてちょっとお伺いいたしま

す。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問について、

まず、市民から見えにくい、見せてほしい、教委

の現状が開かれた状態ではないのではないかとい

う質問なんですが、まず、５人による教育委員会

の開催ですが、原則公開ということでなっており

ますので、このものが徹底されていないのかなと、

こんなふうに今の質問で感じましたが、現実に私

もまだ教育委員会を２回しか開催しておりません

ので、そこに参加しておりませんので、今後検討

を加えたいと思っております。 

  ２点目で、教育委員会の業務その他が停滞して

いるのではないか、抑制するものがその場面であ

るのではないかというご質問ですが、私自身、教

育委員会の仕事についてはまだ精通しておりませ

ん。現実に私自身が思っていることなんですが、

教育委員会の委員が教育の現状と課題を常に意識

し、というのは、多分教育委員全員が意識されて

いると思っております。ただ、教育委員会事務局

員、職員一人一人がそれぞれ自分の仕事に精通し、

現在、教育に何が望まれているかということを自

覚することが一番大切なのではないかなと、今現

在考えているところでございます。 

  そして、その上で単なる管理行政ばかりでなく

て、教育委員会事務局一体となって発議・提案を

していくことが、これからの教育行政に求められ

ていることではないかと、こんなふうにも考えて

おります。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 
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○３０番（金子哲也君） 教育委員などに聞くと、

この問題は当然教育委員会で検討されているんだ

ろうというような問題も余り検討されていないと

いうことがたびたびあるものですから、そういう

ことで、もっともっと教育委員会、教育委員を活

用してもらうような、活性化するような、そうい

うことをぜひこれから新教育長としては進めても

らいたいなという要望をしたいと思います。 

  それから、２番目の児童のしつけ、道徳教育に

ついてですけれども、この問題は、本当にこれか

らの日本を左右する問題だというふうに、大きな

位置づけがされなくてはならないのではないかと

思います。この問題については、ちょっと一般質

問で簡単に答弁のできる問題ではないでしょうけ

れども、これについて新教育長として本当に本気

になって取り組んでほしいという要望で、これも

終わります。 

  それから、あといじめの問題です。 

  いじめの問題は、子供たちにとっては非常に深

刻な問題です。いじめられている方からしたら本

当に大変なもので、悪質ないじめや陰湿ないじめ

に発展することがしばしば見られるわけで、これ

についても、どうか積極的にいじめをなくすため

に取り組んでもらいたいということで、ただいま

教育長の所信をお聞きして、これから長期間にわ

たって市の教育問題に取り組んでいってもらうわ

けですけれども、ともすれば閉鎖的になりがちな

教育界にぜひ新風を注いでいただくことを期待し

たいと思います。 

  それで、もう一つだけ、開かれた教育というこ

とに関して教育長はどういうふうに考えるか、ち

ょっと一言お答え願います。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） それでは、先ほどの教育

委員会の活性化を推進してということで、私もそ

のつもりで頑張りたいと思います。 

  今のご質問で、開かれたということなんですが、

私自身、校長になりまして、学校経営の目標が

「開かれた楽しい学校」ということで８年間、校

長を務めてまいりました。ともすれば学校は敷居

が高い、それから教育行政に関して意見を物申せ

ないというふうなのが通説となっている昨今でご

ざいます。情報公開、それから経営方針並びに教

育行政の方針がしっかりと伝わるような方策を今

後考えていきたいと、こんなふうに考えておりま

す。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） はい、わかりました。 

  教育長の今後のご活躍をぜひご期待申し上げて、

この質問を終わります。 

  次の環境問題について。 

  まず、１番の北赤田東武商事による産廃処理場

の第２期拡張計画について、市長は大変心強い答

弁をしてくださったわけですけれども、これ以上

の産廃はもう反対だと、本当に例外ではないんだ

と、もう容認はできませんと。それから県にも明

確にそれを述べているということですので、これ

は本当にそのとおりぜひ実行していただきたい。 

  地元の赤田地区でも、これに反対して立て看板

を立てたり反対運動を進めているわけですが、こ

の北赤田の産廃施設の最初の設置については、平

成17年３月のこの定例議会において、あの当時は

62名の全員一致で反対決議を行っているわけです。

それに対して、市長がこの市議会の議決による議

会の意思をどのように尊重して、第１期のときの

工事計画の際にどのような対策をとられたか、ち

ょっとお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 
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  基本的には、この件に関して金子議員から従前

にご質問があって、私の部長の時代ではありませ

んけれども、議論しているのを私も記憶にありま

すが、市といたしましては、地域住民とよく理解

をしてもらって設置に進んでいくようにという指

導をしていた。そして、協定書を結ぶに当たって

は、市といたしましても住民組織に対してアドバ

イス等をして、そんな話で来たと思います。その

結果、最終的には協定書が結ばれて、現在、東武

商事が地域で営業に入ったというふうに理解して

おります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 最初の第１期工事に関し

て、あれだけ反対の意向を示して意見書も出して

いたわけですけれども、ちょっと結果的にはふが

いなかったと。いつの間にか許可になって、地鎮

祭が行われていたというような状況でびっくりし

たわけですけれども、今度は第２期工事計画の申

請に対して、県の窓口と言ってもいい市は、どの

ような態度でどのような対策を講じられるかお伺

いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  冒頭、市長の方から答弁がありましたように、

これ以上もう産廃の設置を那須塩原市に許すこと

はできないという基本姿勢でございますので、そ

の実現に向けて、住民団体と協調関係を十分とり

ながら、情報提供もしながら進めてまいりたい。 

  なお、昨日、直接市長に対して面会を求めて、

このような申し入れ等もありましたので、市長も

みずからの口で地元の方たちにしっかりお伝えを

したと思います。ですから、地元の運動団体は、

理解をしてお帰りになられたのかなというふうに

私どもは一緒にいた結果、理解をしております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それでは、北赤田の産廃

問題に限らず、住民の意思はこれ以上産廃の参入

はもう要らないと反対していますが、市長は、総

量規制を県に要請する以外に、別の手段や対策を

講じておられるのか、また、これらの対策を講じ

る予定があるかどうかお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  これにつきましても、再三、ほかの議員からも

ご質問がありまして、今後の取り組みについてお

答えしておりますけれども、まず、基本には総量

規制というものを国まで届けていただきたいとい

うことで、その内容につきまして私が県から聞い

ている情報によりますれば、県も直接部長みずか

ら国に行って、この内容についてお伝えをし、お

願いしたと。つい最近、まだ非公式な話になるの

かもしれませんけれども、県と地元国会議員との

話し合いというのがありまして、いろいろな政策

要望を国に伝えるというシステムといいますか、

やり方があるわけですけれども、その中において

も、この件についてやはり国のレベルでやらない

と法制上できませんので、そういう内容を要望し

たというふうに聞いております。県は県なりに私

どもの意を体して、上につながる努力はしていた

だいておりますし、これも何度も言っているよう

に、直接市長も国に出向いて、この件は要望して

きたと。 

  なお、今後に当たりましては、本年度予算化を

してありますように、福島大学を想定して今話し

合いをしておりますけれども、専門家のいろいろ

なアドバイスをいただきながら、いろいろな手段

を構築していきたいなというふうに思っています。 
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  なお、その内容につきましては、これからのこ

とでありますので、まだ言える段階ではございま

せんけれども、１つでも市民の期待にこたえられ

るように、我々も勉強して施策の構築に向けて努

力をしていきたいということでございます。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひいろいろの対策を講

じて、あと専門家の手や知恵を拝借して、そして

何としてもこれに取り組んでもらいたいと思いま

す。 

  本年３月議会では、産廃対策に有効とされてい

る水資源保護条例の制定に向けて、４月以降、全

庁挙げて取り組みたいというような答弁もありま

したが、導入の先例、ほかの県で導入しているの

を見ると、憲法が定める人の生存権、それから幸

福追求権などを軸足に置いて、廃棄物処理法を初

め、農地法、森林法、水質汚濁防止法、環境基本

法など、有効と考えられる関係法令の解釈と運用

の整理を行う一方で、条例を制定する場合には、

土地所有者の権利規制に対応する必要があるとこ

ろから、憲法が定める財産権や土地基本法の関係

を整理し、解釈を統合する必要があると考えられ

ます。 

  ４月以降、市ではどの程度その検討が進んでい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ただいま金子議員

が申されましたように、全く的を射たご発言だと

思っています。それに向けて専門家と一緒に勉強

していきたいという話でございますので、まだ明

快にこの点がこういうふうに整理されましたとい

う課題の抽出等進んでおりませんので、申しわけ

ないんですが、本日の答弁はできない状況にあり

ます。 

  なお、市といたしましても、各部から中堅職員

を選抜いたしまして、これの対策を考えていくチ

ームもつくっておりますので、これとそういう専

門家集団と直接対応する生活環境部、この辺が中

核となりまして、また、大変ありがたいことに議

会でも産廃の協議会をつくっていただいて勉強さ

れているというふうに聞いておりますので、そこ

ら辺のご提案も受けながら一緒に考えて、那須塩

原市の大きな課題を解決に向けて進めていきたい

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） この水資源保護条例とい

うのは、非常に大きく影響する条例だと思われま

すので、今、チームをつくって検討しているとい

うことなので、これを強力にぜひ推し進めてもら

いたいと思います。 

  この問題については、全国各市町村で既に400

程度の自治体が市の条例を制定済みだというふう

に聞いております。近隣では、矢板市でも六、七

年前に導入済みであるということから、当市は著

しくそれに関しては立ちおくれていると言わざる

を得ませんが、いつごろまでに導入できるのか、

そういうことはまだ考えられませんか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  確かに全国例でたくさんあるのは私どもも承知

しております。だから、同じものをつくればいい

ではないかという議論には残念ながら至らないと

思います。判決事例等たくさん出ておりますので、

それにおいて負けている例がたくさんあるのも現

実でありますし、矢板市の例も出されているよう

ですが、地域指定がどこまでできているのか、そ

ういう地域指定をしなければ実際に協議に入れま

せんから、そういうところまで進んでやっている
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のか、そういうのを一つ一つ各自治体の実態を調

べながら、また判例を調べながら、それを乗り越

えるだけの法構築をしていかないと、ただつくり

ましたと、先進例から同じものをつくれば済むん

だろうという安直な問題では残念ながら防止でき

ないのも事実でありますので、その辺はしっかり

勉強しながら進めていきたいということで、いつ

までにというのはなかなか申し上げられませんけ

れども、早い時点で必要ならば、そういう条例も

つくることもやぶさかではないと思っています。 

  ただし、その条例そのものをつくることを前提

に勉強するわけではありませんので、その条例も

有効な手段だとなれば、つくるということに進ん

でいくと思われます。 

  ですから、現在の時点では、これとこれとこう

いう条例をつくりますというようなレベルまでは

まだ至っておりませんので、きょうはちょっとな

かなか議論がしにくいと思いますが、少々お時間

をいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 簡単には確かにできない

かもしれませんけれども、余り時間をかけていた

のでは、これはちょっと手おくれになるというこ

ともありますので、本当にそれに全力で取り組ん

でもらいたいと思います。 

  次に、⑵の質問に移ります。 

  東武商事の産廃施設の第２期工事に充てるため

に、某建設会社から農業委員会に提出された農地

の転用については、昨年７月、農業委員会の許可

相当の判断のもとに県知事は資材置き場とする許

可をおろしたという経過があります。これは、も

う条件つきで、資材置き場として使わなければ取

り消すこともありますよというような条件がつい

ておりました。その後、某建設は、２カ月後、東

武商事に土地を転売しております。東武商事は、

その土地を第２期拡張工事の用地として、ただい

ま計画中であります。このことにつきましては、

３月議会で質問させていただきましたので、皆さ

んもご承知のとおりであります。 

  そこで、農業委員会に質問いたしますが、その

後、「那須野が原の環境を考える会」でこの問題

を検討して、この農地転用は、転用申請人の某建

設会社と東武商事が第２期の施設建設のための土

地に充てるためにたくらんで、資材置き場として

申請したにすぎず、違法な申請なので、許可取り

消しをすべきである旨の依頼書を出したわけです

が、それを受け取ったということがありますかど

うかお聞きします。 

○議長（植木弘行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（枝 幸夫君） お答えいた

します。 

  ただいま申し上げられました那須野が原環境を

考える会という会から過日、取り消し請求につい

てご協力をしてほしいという要望がありました。

その後、打ち合わせというか回答というか協議を

しまして、５名ほどお見えになりました。内容と

しましては、取り消しの請求、まず農地法の第５

条の転用についてと。それから取り消しになる農

地法第83条の２項の違反者による処分等について

ご説明をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 実は、私もその席に出て

いたものですから、その件ではよくわかっている

わけなんですけれども、その話し合いの結果とし

て、農地法は極めて不備だと。このまま放置すれ

ば、農地の多くが産廃業者の手に落ちるおそれが

あるという会議での共通認識から、農地法の適切

な運用とその保護を図るために、同法の補足規定

として市条例を制定してはどうかという提言があ
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りました。 

  そして、その提言に基づいて、農業委員会では

検討される予定があるかどうかをお聞きします。 

○議長（植木弘行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（枝 幸夫君） ただいまの

件ですけれども、考える会の方にも答弁差し上げ

ましたけれども、申請から完了報告が出るまでが、

転用第５条の規定でございます。それが終わった

時点で農地ではなくなるということで、現地の確

認もしてございます。 

  それ以降については、農地法以外で条例化して

守るというようなお話が出されました。これにつ

きましていろいろな法律がございまして、この問

題については産業廃棄物施設ですけれども、個人

の宅地等もございます。早期に建てなければなら

ない事情もございます。そういったことから、い

ろいろな法律が絡んできますので、非常に答弁が

苦しいんですけれども、条例化については難しい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） この農地転用及び短期間

における目的外転売については、私は５月31日に

農林水産省企画部農地転用係まで訪ねていって、

この件についてただしてきました。 

  ちょうど農林水産大臣が亡くなった直後だった

んですけれども、そこでお話をした中で、農地転

用係の方では、このようなことは法律の趣旨から

いってあってはならないことだということを明言

しています。本当にこんなことがあったのならば

法律は要らないのではないかということ、これは

ざる法だと言ったら、いや、ざる法とは言わない

でくださいなんて一生懸命言っていましたけれど

も、このあってはならないことをただ放置してお

くわけにはいかないと思うんです。農地法の適切

な運用、保護、これを農業委員会としても、これ

から本当に基本になることですので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

  そして、この○○○○、転売問題といい、それ

から12月に赤田地区と東武商事とが協定書を結ん

だわけです。それで、そのときはこの第２期計画

はおくびにも出さなかったということを地元の人

が言っています。１月に数倍規模の拡張計画がだ

まし討ちのように出てくると、これは赤田地区の

役員の方がそのような言い方をしていたわけなん

ですけれども、こういう業者は今後も何があるか、

不信と不安がずっとつきまとうと思われるという

ことであります。 

  こういう実態がありますので、この問題につい

ては、本当に生活環境部の方でも真剣に取り組ん

でもらいたいということで、この２番は終わりま

す。 

  次に、３番目の、つい最近、６月６日に青木産

廃対策協議会の案内で、議員全員が青木の産廃処

分場予定地を初めとして、岩崎、それから高林な

ど10カ所を見て回りました。30ｍも掘り下げた現

場とか、汚泥の池となって、時にはすごい悪臭が

漂うと言われるような不法投棄の現場など10カ所

見てきたわけですが、この150カ所にも及ぶ市内

の産廃場に加えて、現在、申請が出ているのが何

カ所、それからまた、今後出るとうわさされてい

るのがまた何カ所かあるわけで、このままいけば

今後どれだけふえ続けるかわかりません。その現

況を踏まえて、市はどういう取り組みをしていく

つもりなのか。このままふえ続ければ、本当に

200カ所になるのはそんなに先のことではないの

ではないかと予想されます。 

  こういう中で、先ほど市長も心強いことも言っ

てくれてはいますけれども、こういう状況のもと

でどういうふうにこれを対処していくか、また再

－59－ 



 

びちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） ここで、昼食のため休憩い

たします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 答弁をいたします。 

  先ほどのご質問につきましては、当初の市長の

答弁と、⑴で再質問にありました私の方の答弁等

で同じ内容のご質問だと思われますので、重複い

たしますので、改めての答弁はお許し願いたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） わかりました。 

  しかし、この産廃の流れをとめなかったら、那

須塩原市の水はどうなるのか、農業はどうなるの

か、住民の安全な暮らしはどうなるのか、今、那

須塩原市の最大の危機的問題ではないでしょうか。 

  青木地区も対策協議会ができました。そして、

それが連絡協議会に発展しております。赤田地区

も反対協議会が立ち上がりました。そして、戸田

地区でも反対対策委員会ができました。しかし、

次から次へ新しい産廃場申請ができてくれば、そ

の産廃場の地元住民だけでは抗し切れない問題が

出てくるのではないかと。それで、市がやはり全

面的に立ち上がって、住民とともに新規産廃場を

阻止していかなければ、どうにもならないところ

まで来ていると思われるんです。それが今まで来

ているので、結局150カ所もの産廃場を許してし

まったという結果になっているわけです。 

  先ほど部長の答弁で、チームをつくっていると

いうことで、それは非常にいいことだと思います

が、市長に伺いますが、産廃問題を専門とする産

廃対策室なり、もしくは生活環境部に産廃対策課

なり、そういう専門の課なり対策室なりを立ち上

げる気はないかどうか、市長にお伺いしたいと思

います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） それでは、若干組織の

話なので、私の方からお答えさせていただきます。 

  現在、平成20年度に向けまして組織機構の見直

しをやっている最中なんですけれども、この中で

は、ただいま議員おっしゃったようなことは想定

はしておりません。 

  ただ、この問題は、先ほどチームを組んで庁内

で勉強をしていると、こういう話がありましたよ

うに、いろいろな分野、それぞれの分野がかかわ

ります。そういう中で、意気込みとしてはわかり

ますけれども、それを１つの係、課なりで扱うと

いうのもちょっと効果的にどうかなということも

ありますので、それらも含めまして20年度はそれ

は想定しておりませんが、今後市にとっての大き

な問題でもありますので、勉強はさせていただき

たいと、こんなふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 本当にこれが大事な問題、

市民にとっては本当に大きな問題ですから、新し

い庁舎をつくる、そのことよりも本当にもっとも

っと目先の現実的な問題として、住民の安全安心

を守るために、予算でも仮に１億、２億の予算が

かかるとしても、これはもう惜しくないと、むだ
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ではないと。本当に安心がそれでできるんだった

ら、本当に惜しくないというふうに考えられます。

独立した、そういう産廃対策課なり産廃対策室な

りができて、そこへ専門知識を持った人材を投入

して、そしてまた弁護士などもいろいろの形で入

ってもらって、そして那須塩原市全体を産廃から

守ることが急務だと思われます。 

  この覚悟について、どうですか市長、そういう

覚悟をしてもらえませんか。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 市の体制についてでござい

ますけれども、組織を云々という話は、それはそ

れで私自身も組織をつくったらそれでいいという

ものではないというふうに思っておりますし、当

然先ほど部長の方から話がありましたように、チ

ームをつくってということは、各担当部にまたが

るものというふうに私ども認識をいたしておりま

す。そういう中では、水道部とか、産業観光部と

か、さまざまな関連する部がございますので、そ

ういう中から人選をしてチームをつくっておると

いうふうに認識をしています。そういう形で組織

を云々というものではなく、全市的な物の考え方

でチームをつくっているというふうに私は認識を

いたしており、当然この問題も那須塩原市にとっ

ては大変重大な問題だというふうにも認識をして

おりますし、そういう中では、先ほど部長から話

がありましたように、福島大学の方の関係者五、

六名の教授がチームとしてお手伝いをいただける

というような形もできておりますし、私ども、全

国の市町村で産廃の協議会をつくっておる中にも

加盟をいたしております。そういう中でも勉強を

重ねながら、この問題は大変重要なことでござい

ますし、当然私も先ほどから申し上げております

ように、もう本市としては基本的には要らないん

だという考えのもとで今後対応をしていきたいと

いうことでございますので、あらゆる角度から勉

強を重ねながら、どういう方向性を見出すかとい

うことも十分検討してまいりたいというふうに思

っておりますし、反対をする上では、それなりの

基本的な考え方も確実なものとして考えなければ

ならんというふうに思っておりますので、今後十

分検討をしながら反対を続けてまいりたいという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 市長のその反対の姿勢に

は大変心強いものがありますけれども、生活環境

部を時々いろいろ問題があって訪ねると、生活環

境部の方でも、もうそれこそ生ごみの問題一つで

も、収集が問題があるといって住民から電話が来

れば跳んで行って解決しなければならないとか、

生活環境部は非常に広い範囲で活動しているもの

ですから、本当にこれは忙しいなと、もう吹っ飛

んで歩いていて、席に座っている暇がないという

ような状況も見受けられるので、やはりこの産廃

問題については、専門的に、ほかからのいろいろ

の環境問題から離れてやるぐらいのことをぜひ今

後考えていってもらいたいと、これは要望で終わ

ります。 

  もう一つだけ、新しく計画している産廃処分場

が今、那須塩原市に幾つ申請されているかという

ことを県の福祉センターに問い合わせたところ、

市役所の方へ全部報告しているので、そちらで聞

いてくれということで、今度市役所の環境課の方

に聞いたところ、環境課ではそれを教えてくれな

いんですね。どういうあれか、議員に対してなぜ

そんなに隠さなければならないのかなと。議員に

はもしかしたら知る権利があるのではないかとい

うふうなことで、本来こちらから聞かなくても、

しょっちゅう話していることですから、新しい産
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廃場の申請が出てきたら、積極的に議員に知らせ

てくれるというぐらいの積極的なあれがあっても

いいかなと思うんですけれども、やはり一緒に協

働して対策を考えていくべきではないかと思うわ

けです。 

  それで、たまたまけさの新聞を読んでいました

ら、栗川市長は、市は消極的だと言われるけれど

も、そのようなことはないと。情報網をどんどん

提供するので活用してもらいたいということを、

新聞でけさ言っているわけです。そういうところ

から見ても、やはり市長が言っているのが現場で

全部必ずしも通っているとは限らないというよう

な気がするんですけれども、そこで今、那須塩原

市に申請されている産廃場が幾つあるか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 今、ご質問をいた

だきましたけれども、答弁前に前段として、市長

の意思が生活環境部に伝わっていないのではない

かというような危惧があったようですけれども、

それはありませんので、申し述べておきたいと思

います。 

  情報を出さないという、実際にどういう形で情

報を出してくれという話になったか、詳細は私自

身は聞いておりませんのでわかりませんけれども、

日ごろ職員等コミュニケーションの中では、産廃

の受け付け処理自体はあくまでも県の仕事であっ

て、我々の方に回ってきた後にも、実際には動か

なくて手を引いたんだというのが後から聞こえて

きたり、そういうものもいろいろあるから、数字

的にやはりしっかりもとのところで聞いた方が数

字は間違いないだろうということで、多分お答え

になったんだというふうに私自身は理解しており

まして、全く市は隠しているんだというスタンス

にはおりませんので、まず申し開きだけさせてお

きたいと思います。 

  私もきょう現在の数字は持っておりませんし、

今ちょっと資料をたまたま３月時点のものはある

んですけれども、その中でももしかするとこのや

つは多分今やめているわけだなんていうのもある

ので、この数字は今申し上げますけれども、確た

るものではないので、確たる数字はやはり県の段

階で事業の計画書の取り下げとか、そういうのも

実際ありますから、途中で。それは確認をしてく

ださい。私が今持っているのは、あくまでもこと

しの３月頭にたまたま一覧表をちょっとつくった

ときの資料ですが、最終処分場が黒磯地区に６件

あります。同じ会社が小さいのを増設とかそうい

うのも含めてあります。新設ばかりではありませ

ん。それから中間処理施設で、これも小さなもの

を含めて、今問題になっております戸田、赤田も

含めまして10件あります。ずっと継続して話にな

っているものもあると思いますし、どういう状態

で今動いているかは、ほとんど休眠状態のものも

私も現場を見た限りではありそうなやつも入って

いますので、誤解のないように。数字は再度県に

確認されればお答えしてくれると思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ６件と10件ということで、

びっくりするような数字で、本当にこんなにたく

さん、これの中にはもうやめたり、休んだりとい

うのも入っているんでしょうけれども、しかし、

それにしても物すごい数字だというので、今、初

めてその件数を聞いてびっくりしました。 

  ひとつこれは執行部と議員と一体になって、そ

れから地元も一緒になって、やはりこれに対して

何とか安全な那須塩原市づくりを考えていっても

らいたいというふうにお願いして、この産廃問題

は終わりにします。 
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  次に、福祉行政で、先日、私の近所の女性が夕

方、自動車事故に遭いました。大変けがをして、

そして救急車が来ましたが、国際福祉大病院に連

絡したところ断られて、そして日赤に連絡して断

られて、那須中央病院に連絡して、これも断られ

て、矢板市の塩谷病院に連絡して、これも断られ

て、黒磯の病院も断られて、これは自治医大か獨

協かと言っているときに、那須中央病院が診るだ

けは診てくれるという救急車の方の情報で、そう

いうことになって那須中央病院におろされました。

ところが、治療はしません、入院もさせません、

こんな状態でどうしたらいいんですか。診るだけ

は診てくれるんです。診るだけだったら私でもで

きそうな感じですよね。本当にそういう状態です。 

  そして、じゃ、入院もさせない、これでどうし

たらいいんですかと。そこでごたごたして、そこ

で受け入れ先が決まらなければどうしたらいいん

だと。１時間ぐらい押し問答したあげく、お医者

さんが日赤に頼んでかけ合ってくれたんですね。

やっと日赤に頼み込んで、そして今度日赤に移動

です。そして夕方の事故だったのに、日赤で夜中

の１時半だったそうです。こういう状態のがあっ

ちこっちで出てきて、私の耳に入ってくるんです。

こんな状況の中で本当にこれからどうやっていく

のかというふうな心配もあるわけです。 

  日赤は、県北でも先ほども話にありましたよう

に、第一次医療ということで大変重要な医療機関

であるわけですけれども、これが今、大分衰退と

言ってはあれだけれども、そういうことではない

けれども、いろいろの建物の問題や何かで以前の

時代から少し衰退してきているというような問題

もありまして、何とか県北全体でこれを考えてい

かなくてはならないのではないかという話がどん

どん出てきていますけれども、しかも、これは緊

急を要する問題で、何とか広域の場でテーブルに

ついて、日赤を立て直しというか、つくっていか

なければならないという話が出てきております。 

  我々議員も、日赤の説明をこの間みんなで受け

たわけですけれども、割と日赤の方でもゼロから

のスタートのようなお話を聞かせていただきまし

た。ですから、場所も、もし便利であれば那須塩

原の駅の近くにでも結構ですよというようなお話

もありました。そうしたら、那須塩原の近くに非

常に日赤に適する場所があるそうですね。この間

ちょっと図面も見せていただきましたけれども、

こういうものを検討の材料に、ぜひ広域で話をし

てもらいたいと思うんですが、その辺はどういう

ふうになっているかお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、ただい

まの質問にお答えいたします。 

  大田原赤十字病院の改築移転につきましては、

まだ公式には病院からも、また医療圏を設定する

県からも具体的な話は来ておりません。そういう

段階でありますので、当然那須広域の事務組合の

保健福祉部会の中でもそういったものは、今の段

階では協議をしておらない状況にあります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） もしそういうことで話が

来てないとしたら、ぜひこちらから話を持ってい

くというぐらいの積極性で、ひとつこれは要望と

してお願いします。 

  それから次は、２番の方で広域医療体制の拡充

ということでは、日赤を含めて同じようなことな

のでこれは省略して、幼児児童の一時保護、一時

保育についてということでお伺いします。 

  ここのところ、子供に対する虐待が非常にふえ

ています。虐待を防ぐことも虐待を見つけること

も、とても大きな問題でなかなか難しい問題なん
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ですけれども、虐待で親と暮らせなくなった子供

たちをまず緊急避難させて、それから家庭のぬく

もりをなくした子供たちをどう支援していくか、

どう育てていけばいいのか、これは大変社会の重

い問題だと思われます。 

  行政は、幼児児童のショートステイの現実をど

の程度まで把握しているのかお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまのご質問

ですけれども、先ほど１回目のご質問に答弁した

とおり、ショートステイそのものは、現在、民間

団体に委託をして実施をしております。 

  虐待の通告の受理件数も、先ほど申し上げまし

たとおりの状況にあります。年々ふえる状況にあ

りますので、それらにつきましては、那須塩原市

が中心となって現在、要保護児童対策連絡協議会

というのを那須塩原市に設置をしております。こ

こには、当然県北児相も入っていだきまして、あ

とは県北健康福祉センター、いろいろな関係機

関・団体の構成メンバーになっております。ここ

で、先ほども答弁したとおり、対策の会議を当然

開いております。その中で、ただいま申し上げま

したようにショートステイが必要だとか、それか

ら児童相談所に通告をするとか、そういったもの

が出てくるということになると思いますので、そ

の中でおのおのの機関・団体、那須塩原市も当然

入りますけれども、その中でいろいろな事業に照

らし合わせて対応を図って、今までも来ておりま

すし、今後も対応を図っていきたいというふうに

思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひそういう対応をお願

いしたいんですが、いろいろな悲惨な状況から逃

れてきた子供たちを目の前にして、手を差し伸べ

ないではいられないというのが現実なんです。ボ

ランティアの人たちは、本当に献身的に子供たち

を見てくれているわけなんです。 

  ここにいろいろそれの資料があるんですが、ど

れだけ、どういう人数をどういうふうに何日預か

ったかとか、それから、どういう事情でそういう

人たちがここへ来たかとか、そういうのもたくさ

んあるわけなんですけれども、それは余りここで

公表するわけにはいかないんですけれども、親が

離婚したとか、そして５人の子供たちが路頭に迷

うとか、母親が病院で入院してしまったとか、母

子家庭で３人の子供がどうやってこれから生活し

ていくかとか、それから、もちろん暴力・虐待が

多いんですけれども、そういう人たちが本当にた

くさん出てくるわけです。 

  それで、那須塩原市では多分唯一なのかなと思

う、ＮＰＯの団体がありまして、児相を通してそ

ういう子供たちを預かっているわけですけれども、

私も時々、突然電話が来て、今何とか送り迎えを

頼むよということで子供たちの輸送をしたりして

いますけれども、本当にこの子供たちをちゃんと

世の中に出すのにはどうしたらいいんだろう、本

当にみんなのボランティアでできるのかなという、

ちょっと不安もあるんですけれども、やはりそう

いうことに市が応援をするということをぜひやっ

てもらいたいです。 

  去年まで出ていた簡易託児所に対する補助金も、

これも12万5,000円出ていたんですけれども、こ

としは出なくなってしまった。そういう中で備品

一つも買えない状況にあるわけです。せめてこの

子供らの預かってくれる里親に対する里親保険と

いうのがあるんだそうですけれども、こういうも

のぐらいはぜひ負担をしてもらいたいというふう

な私は気持ちでいるんですが、その辺はどうでし

ょうか。 
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○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまの質問で

すけれども、ＮＰＯ法人等に助成をということで

す。近隣の市町も、同じような状況下にある民間

団体等もありますので、十分研究させていただき

たいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ぜひそういうところにも

目を向けて、応援してもらいたいと思います。 

  これらの状況は、なかなか目では見えないもの

があります。それで、やはりこういうものは、心

で見なければ大切なものは見えてこないと。心で

見なければ本当に見えてこないんですね。家庭の

ぬくもりをなくした子供たちをどう理解して、そ

の子たちにどう立ち向かっていかなければならな

いかということ、子供たちがひねくれたり暗くな

ったり、それこそ悪いことをしてしまうような、

そういう方向に行かないように、本当に我々の責

任は重いのです。 

  行政ももう少しこの現状に心の目を向けて、養

育費などの補助金を、頭でよりも心でその問題を

考えてもらえないだろうかという要望で、私の質

問は終わります。 

○議長（植木弘行君） 以上で、30番、金子哲也君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 岡 部 瑞 穂 君 

○議長（植木弘行君） 次に、２番、岡部瑞穂君。 

〔２番 岡部瑞穂君登壇〕 

○２番（岡部瑞穂君） 議席番号２番、岡部瑞穂で

ございます。 

  行政側はよりよいサービスをしたい、住民はよ

りよいサービスを受けたいと望むところではあり

ますが、現況、国も県も市も町もすべてで財源に

限りがあります。本市は首都圏に近く、経済的に

は比較的に恵まれた環境の中で、住民は安全で安

心な暮らしを保持いたしておられますが、十分と

は言えません。 

  例を挙げれば、夕張市のことがございます。か

の地においても、恐らくどうしたらいいだろう、

こうすればいいのではないかと考えられたと思い

ます。それで、今になってあれが悪い、これが悪

いというようなことが出ておりますが、大もとは

エネルギー改革で夕張炭鉱が閉鎖されたことにあ

ると私は思っております。 

  栃木県においては、国の金融政策で基幹の銀行

である足利銀行が破綻をいたしました。栃木県内

の資産は、かなり低下し、なくなったことは事実

であります。 

  今後は、よきにせよ悪しきにせよ、那須ガーデ

ンアウトレットというのがオープンされるように

新聞紙上で拝見をしました。また、イオンのこと

も耳にいたしております。そうなりますと、市内

の経済環境は変わるのではないかと思います。そ

ういう中で、一般質問をさせていただきます。 

  質問事項は、１、産業、観光行政について。 

  質問の内容⑴産業、観光行政と教育行政との連

携について。 

  質問の内容①本市におけるスポーツと地域振興

のあり方について伺います。 

  ②芸術、文化、芸能と地域振興のあり方につい

て伺います。 

  ③産業、観光行政の振興を図るに最も重要なこ

とは、人であろうと考えます。既に学んでいる人、

学ぼうとしている人、体験者、熱意のある人等の

活力をどのような方法で参画させるのか伺います。 

  なお、教育行政では、どのような場で何を学ば
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せたらよいと思うか伺います。 

  ④前回の一般質問において、本市全域にある観

光スポットになり得るものの掘り起こしに留意を

しているか伺いました。その結果、統一の宣伝用

パンフレットの作成の状況を伺います。 

  ⑤シティーセールスをいたすために、推進室を

市長室に設置することを望みます。（広報は市庁

舎の３階にありますが、セールス活動はいたして

いるのかどうか伺います。） 

  質問事項の⑵産業観光行政と福祉行政の連携に

ついて。 

  ①とちぎ子育て家族応援事業について伺います。 

  子供は、未来をつくり出す社会の宝です。５月

26日、下野新聞に福田知事の講演内容が掲載され

ましたので、本市の対応について伺います。 

  以上が第１回目の質問でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ２番、岡部瑞穂議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、産業、観光行政についての⑵の１に

ついてお答えをいたします。 

  我が国は、少子高齢化により人口が減少し、税

や社会保障における負担の増大と世代間の不公平

感等により、社会全体に深刻な事態を及ぼすと危

惧されております。そのために、県が結婚、子育

てを支援する組織として、（仮称）「とちぎ未来

クラブ」を設立し、県民総ぐるみで安心して子供

を産み育てることのできる環境づくりを推進する

というもので、事業としては、結婚支援事業と子

育て家族応援事業が計画されております。 

  詳細につきましては、これからになりますので、

関係機関と連携の上、対応してまいりたいと考え

ております。 

  このほかにつきましては、教育部長、産業観光

部長より答弁をいたさせます。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） それでは、本市におけ

るスポーツと地域振興のあり方についてお答えを

いたします。 

  スポーツは、那須塩原市教育行政基本方針に示

しますとおり、一人一人の心身両面にわたります

健康の保持・増進に寄与するだけでなく、スポー

ツを通じ、住民相互の親睦と連携意識の高揚が図

られ、地域全体の活力を生む重要な役割を担って

いると考えております。 

  また、スポーツ振興を図るためには、スポーツ

に親しみやすい環境づくりとともに、スポーツへ

の関心を高め、スポーツレベルの向上にもつなが

る競技スポーツの振興を図る必要もあります。 

  このため、年間を通じさまざまな大会、講習会、

スポーツ教室等の事業を関係機関や関係団体と協

力しながら実施しているところであります。 

  次に、芸術文化・郷土芸能・伝統芸能は、市民

が心豊かな生活を送り、活力ある住みよい地域社

会を築いていく上で極めて重要であります。 

  従来、社会教育におきましては、芸術文化の発

表機会の充実、団体の育成と支援、観賞機会の拡

充等を中心に施策を進めてまいりました。 

  恒例行事となっている芸術祭の開催や音楽祭は、

文化施設を拠点に行ってまいりましたが、近年で

は、郷土芸能団体が都市間の交流行事に参加をし

たり、祭りなどのイベントにあわせて出演をして

おります。 

  また、音楽団体が文化会館等から外に出て、い

ろいろな場所で演奏をすることも一般的になって

いるようであります。 

  文化芸術・芸能のすそ野を広げていくためには、
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人々があらゆる機会に芸術文化を身近なものとし

て触れることのできる環境づくりが必要と考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 私の方からは、

１番の⑴③、④、⑤についてお答えしたいと思い

ます。 

  産業、観光行政の振興を図る上で、既に学んで

いる人、学ぼうとしている人、体験者、熱意のあ

る人等の活力をどのような方策で参画させるのか

というご質問でございますが、昨年、塩原温泉の

歴史、自然、文学等を塩原温泉のよさを認識して

いただくために、「塩原温泉観光マイスター学

院」を創設し、地元の熱意ある有識者を講師とし

て９回の講座を行い、71名の認定者を生み出して

おります。 

  今年度は、第２期といたしまして事業を継続い

たし、現在59名の方が受講してございます。 

  受講生の中には、第１期生の人も含まれており

ますが、この事業が浸透することにより、塩原温

泉の振興を図る上で人づくりにつながるものと考

えております。 

  今後、ここで学んだことをおいでいただいたお

客様に心を込め、自信を持って対応することによ

り、塩原温泉のよさが伝わるものと思っておりま

す。 

  また、さらに奥深く学びたい人のために、文化

協会、文学研究会等のサークルをご案内しており

ます。 

  このような受講生が観光資源としての人として、

パークコンダクター、観光ボランティア等に参画

していただき、観光振興に結びつけていただきた

いと考えております。 

  なお、教育行政では、どのような場で何を学ば

せるのがよいと思うかとのご質問でございますが、

学ぶ場としては、例えば本市の全中学生の２学年

生徒全員が取り組んでいるマイチャレンジ活動が

あります。これは、中学２年生が１週間程度、学

校を離れて地域に出て、地域の人々とのかかわり

を主としたさまざまな体験活動を行うものであり

ます。 

  この活動を通して、あいさつや礼儀作法など社

会の一員としての資質を身につけていただくこと

はもとより、ともに生きる心や感謝の心をはぐく

むとともに、自分の生き方、あり方を見詰めさせ

ることが大切であると考えております。 

  次に、統一の宣伝用観光パンフレットの作成状

況についてのご質問にお答えいたします。 

  昨年度、「那須塩原市観光ガイド」を５万部作

成いたしました。作成に当たっては、日本語、英

語を中心に韓国語、中国語を加え、外国人観光客

の増加に対応できるものとすること、また、最近

の旅行形態の主流である広域移動に耐える観光ポ

イントの表示をすること、特に、観光スポットに

なり得るものの掘り起こしを念頭に、人気の高い

花ごよみや年中行事の歳時記を充実させることを

主眼といたしました。 

  既に、４月の日本観光協会主催の旅フェアで来

場者に配布したほか、各種キャンペーンでの配布

や観光案内所に設置しております。 

  次に、シティーセールスについてのご質問でご

ざいますが、推進室を市長室に設置する考えはご

ざいません。また、広報担当は、セールス活動を

いたしておりません。 

  なお、広報担当につきましては、市内外に本市

の魅力を紹介する市勢要覧の発行や、県民向けに

テレビを通じて本市のイベント情報を発信し、市

のイメージアップに努めております。 

  以上でございます。 
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○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 今、お答えいただきました

ことに対して、再質問をさせていただきます。 

  県においては、スポーツと地域振興の重要性を

認識し、去る５月23日、宇都宮市において講演会

がありました。そして、そこに参加をしてまいり、

その中に出ておりました日光市においては、プロ

のアイスホッケー、栃木サッカークラブのＪリー

グに昇進すべきサポーターの充実、３番目に、栃

木プロバスケットボールチームの発足に向けて動

いているというようなスポーツによる地域振興、

「栃木に感動を、子供たちに夢を」を目標に活動

が活発化しております。 

  アマチュアにおいて、塩原においては、スキー

のアルペンもノルディックにおいても常に中学生、

高校生が名声を上げておりますし、またマラソン

も拓陽高校では非常に優秀な選手、またそのほか

の学校にしてもよい成績が出ております。 

  それで、こういうことをかんがみまして、３つ

のことに関して質問をさせていただきます。 

  本市の予算は、比較的教育行政に手厚く考えら

れていると思います。よい選手を育てるための指

導者の確保について伺います。 

  ２番目に、多くの試合を誘致いたすためには、

会場の整備、練習場の確保等々、解決するための

学校間の連携が大変必要だと思います。また、市

営も県営も運動場がありますが、これらの連携に

ついても伺いたいと思います。 

  ３番目、「夏期の塩原地区は涼風さわやかにて、

塩原で合宿をしたい」というご希望がかなり多く

ありますが、現状施設として、文化会館と上塩原

小学校が閉鎖されております。こういうある施設

を一定期間使用のために開放ができるかどうか伺

いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ３点ほどご質問があり

ました。 

  スポーツの指導者の確保ということでございま

す。これは、非常に地域スポーツの振興につきま

しては大事なことだと思っております。そういう

意味では、毎年、体協あるいはスポーツ少年団

等々の団体等と協力しながら、指導者の講習・育

成に当たっておるところでございます。 

  ２つ目は、会場の整備ということでございます

けれども、当然スポーツをするための会場は必要

でありますし、今後も整備に努めていかなければ

ならないということで、昨年度もスポーツ振興審

議会の方から答申もいただいております。今後、

振興計画にのっとった中で充実をさせていきたい

と、このように考えております。当然、先ほどあ

りましたように、学校間の連携ということもあり

ました。そういうことで、そういうものも含めて

今後充実を図っていきたいと、こう思っておりま

す。 

  ３つ目の塩原地区の夏期の合宿等に文化会館と

上塩原小の跡地の関係が出ておりました。文化会

館につきましては、前にお話ししましたように、

今のところ休止にはなっておりますけれども、将

来的にもこれは廃止の方向で休止ということで考

えております。と申し上げますのは、築30年ぐら

いたっておったと思いますけれども、そういう中

での施設の維持管理が非常に大変になってきてお

ります。それと、地形の問題等がありまして、駐

車場もないというような問題があります。あと、

冬の期間に使えないというような理由もありまし

た。 

  いずれにしましても、そういうことで文化会館

につきましては、今後とも閉鎖していくという考

え方の上に立っては、開放はちょっと無理だろう

と、このように考えております。 
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  上塩原小学校につきましては、先ほども質問あ

りましたけれども、ここを今後、市の中で体験学

習センターということで今、調査・研究をしてい

るところでございます。そういう中で、部分的に

開放ができるものがあれば、今後も検討させてい

ただきたいと思いますけれども、今のところそう

いう聞き合わせ等々もまだありませんので、そう

いうものがあれば検討させていただきたい、この

ように考えおります。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 今のご返事を伺いましても、

行政側は常にまずできないことが頭に来るんです

ね。最初にそのことを言って、以前に私、こうい

うふうな質問をさせていただいたことがあるんで

す。大規模校は運動場も使えないと、生徒さんが

多過ぎて。小規模校の、あのときはまだ上塩原小

学校がありました、十数人しか生徒数がおりませ

んでしたので、運動場は非常に広々とあいている

んです。大貫小学校も見て回らせていただいたと

きにそうでした。 

  ですから、連携をし合って使ったらいかがでし

ょうかということを一般質問の席でも提案をした

ことがありましたけれども、そのときも輸送関係

のことだ、何のことだという後で何かがあったと

きの責任の所在のことが一番最初に念頭に出ると

見えて、ご返事が否定的でした。なるべく肯定的

なものの考え方にしていただきませんと、地域の

活性化にはつながらないような気がいたしますの

で、投げかけられたことに関しましては、どうい

うふうにしたらこのことがより近い考え方ででき

るだろうかと、民間の考え方は全くそういう形で

いっております。非常に行政と民間との間に入り

まして不思議に思うことの一つでございますので、

行政の方々もよい意味で肯定的な考え方を模索し

ていただくというふうにお願いをしたいと思いま

す。 

  続きまして２番目、②の芸術、文化、芸能と地

域振興のあり方についての再質問をさせていただ

きます。 

  実は、ハーモニーホール、黒磯文化会館、塩原

は今閉めましたけれども、もみじのときに来てい

ただいて、非常に感銘を受けたり、それから「い

い施設があるんですね」とご案内をしたときに

間々言われました。 

  それで、催し物は下野新聞に掲載されるので、

いいのをやっていますねと、ですけれども来たこ

とがないと、こういうふうにおっしゃるんです。

というのは、やはり知っていただくためのセール

ス活動というのが非常に那須塩原市はおくれてい

るのではないかと、かように考えます。 

  過日、義経というオペラがございまして、これ

がハーモニーホールであったのですが、きっと切

符が売れなかったのだと思います。それで、組織

団体の法人会さんの方から、もう割り当てのよう

な形でチケットが参りまして、そして、私が行き

ましたら、秋田県でできているわらび座というと

ころがこちらに来てなさったのですが、とっても

すばらしかったんですね。感激をしました。その

中にたくさん資料が入って、あらこんなにあった

んだというふうに私、住民がわからなくしており

ました。 

  そのときに１つ私も反省したのは、塩原からは

法人会のメンバーあるいはそれに関連している方

たちは大勢拝聴に行きましたけれども、那須の方

からは、ある事業所がバス１台お迎えに来ていた

んですね。これはきっとよその地域からこのオペ

ラを聞きに来た人が、那須にお泊りになるのでは

ないかと、私は大変感動もし、塩原温泉という観

光地にいながら、せっかくある文化がどうして売

れなかったんだろうということで、大変反省をい
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たしました。ということは、主催をしている方も

チケットの売り方をもう少し考えるべきだと思う

んです。 

  それから、近くに観光施設もあるわけですから、

やはり積極的にこの行事を成功させようという、

そういう熱意がないといけませんので、先ほど産

業観光部長がおっしゃられた塩原温泉のマイスタ

ーという、去年１年間上塗りで勉強をした部分と、

そこのところで何十年も商売をやりながら生活を

していった人たちに協力を求めるか、知恵をかし

ていただくか、それから今までの旧黒磯、西那須

野の方にもそういう情熱のある方がいっぱいいる

と思いますので、マイスターを勉強した人とか、

そういうのでなく、那須塩原市をいかに売ったら

いいかという学びが必要ではないかなと。それと、

ハーモニーホールを担っている指定管理者の方、

文化会館を担っている方たちも、もう一度、そう

いう一体になって活性化をしたい人たちが集まっ

て話し合って、文化、芸能、芸術をどういうふう

に売っていこうかということも考えていただきた

いなと、かように思いました。 

  今、やはりできないということがございました

ので、それはそれで検討の余地ということでお考

えをいただいておきたいと思いますが、今のこと

でつけ加えさせていただくのは、東京がどうして

あれだけの経済の発展をしたかという中で、やは

り東京のイベントが地方まで行き渡って知らせて

いるんですね、プレゼンテーションがされている

と。このことと、それから観光地の中では私も反

省の一つですが、もう既に群馬県の草津温泉では

音楽もありますし、Ｊリーグもできておりますし、

それから文化、芸能、芸術も一緒になって観光産

業を盛んにさせているという現実も、行政の方は

ご理解をいただきたいと、かように思います。 

  続きまして、質問の中でシティーセールスとい

うことなんですが、⑤のシティーセールスを市長

室にお願いしたいと、これはきょうかあしたでは

なくても、来年でなくても結構ですが、やはり会

社で言えばトップは社長で、市であれば市長さん

であられる。今度は、お二人に副市長がおなりに

なられたので、私は、こういうことも加味をした

のではないかなと思いまして、お二人にしたのか

なと、こんなふうに思いました。 

  産業や観光で、産業はよいものがつくられなけ

れば買ってもいただけません。粗悪品は販売もで

きません。それと同じように、流通過程に携わっ

ている人や観光産業に携わっている人の資質、こ

れの向上は、私は行政も議員も住民も、ともに資

質を上げていただくのに、先ほどの教育はどこの

場所でどういうふうにしたらいいかということに

なっておりますので、学校教育とも考えておりま

せんし、社会一般の教育も含めてのことなので、

これについても前向きなのかどうかをお教えいた

だきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ご質問の趣旨が教育行

政の場ではというような話の中でお答えをさせて

いただきたいと思います。 

  これは、先ほどお話ししましたように、中学生

についてはマイチャレンジ事業といいまして、各

事業所に出向いて、10中学校ありますけれども、

学校ごとにそれぞれの事業所、多いところでは30、

40というような事業所に出て体験学習をしている

と。そういう中でいろいろな社会勉強をしていた

だいた中での地域振興にも、要するに教育の中で

子供たちがどういうものを得て、今後の自分の役

に立てるか、こういうことを応援していきたい、

このように考えております。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 
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○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 先ほども答弁い

たしましたとおり、人づくりということで岡部議

員さんがおっしゃっていたとおり、人をつくって、

それを産業にどう生かすかということを今後、市

民ともども勉強していかなければならない、この

ように考えておりまして、それにはまず人づくり

ではないかと、こう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 少し長く説明をしてしまい

ましたので、端的な質問だけをするようにと、こ

ういうご注意をいただきました。 

  まず、パンフレットを５万部おつくりになった

というふうに伺いました。どのように、どこに配

布をされ、宣伝の効果をねらうのか伺います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 既に観光案内所、

それから先ほど答弁いたしましたように、旅フェ

アの方でもこれを配っておりまして、今後それぞ

れの観光協会、それぞれの案内所等で順次配りた

いと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） パンフレットというのは、

置いておくものでなくて配るものですので、やは

りそれぞれの行政の方も私どもも含めて、的確に

よいところに配る方法もお考えをいただきたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） おっしゃるとお

りでございますので、人が持っていくのを待って

いるのではなくて、こちらから配るということに

対しましても心がけたいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 先ほど、人づくりというふ

うにおっしゃって、私は質問事項に書いてありま

すように、最も重要なことは「人」であろうと考

えますということですので、その辺のところをも

う一度お考えを、もう既にでき上がっている人も

いらっしゃるかもしれない、非常に熱意がある人

もいるかもしれない、そういうことを考慮してい

ただきたいと、かように思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） おっしゃるとお

りでございまして、いろいろ生涯学習の場、それ

ぞれで文学研究とか文学散歩、それから地元のパ

ークコンダクターということで国立公園の自然を

案内するというような形で勉強している方はふえ

ております。問題は、それぞれの勉強した人がい

かに観光に結びつくようなことに持っていけるか

ということでございまして、それぞれが郷土史を

学んだ、それで終わりということではなく、観光

産業に結びつけるような方法、これらを観光協会

とか観光団体とも連携しながら考えていきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） よろしくどうぞお願いをい

たします。 

  もとに戻って、③の教育行政ではどのような場
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で何を学ばせるのがよいか伺いますという質問を

させていただきました。それの３番目の質問にな

りますが、市内には市が経営をしております公益

法人の施設がたくさんございます。そこの職員の

方の教育に関して伺いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  市の施設等の教育についてということでござい

ますね。職員の教育ということでよろしいんです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） では、質問の趣旨をもう一

度具体的にお願いします。 

○２番（岡部瑞穂君） 民間ですと、そこからクレ

ームが出ますと、これは企業内で大変です、それ

をできるだけ早くに改善しようと。ところが市で

経営をしているところがすべてとは言いません、

だれとも申しませんが、一般のところよりもお客

様に接する接遇という面で、そこに格差があるよ

うに感じとられてご注意を受けることが多いので、

各観光施設の職員の教育の計画というのはどうい

うふうにやっていらっしゃるか伺いたいと思いま

す。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 観光施設等にお

ける教育ということでございますが、それぞれの

観光施設の所管している部署におきまして、お客

様を接遇するということでございまして、本市が

管理しております観光施設等につきましても、サ

ービスという精神に欠けているというようなとこ

ろが見受けられるという話もお聞きいたしました

ので、それらの職員に対するお客様に対する接遇

の教育というものを再度、私の方でも徹底を図り

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） どうぞよろしくお願いをし

たいと思います。 

  任命を受けるときも、どういう基準か、私ども

にはわかりません。あくまでも接遇ができる、熱

心にやろうとする、そういう一つの基準をお守り

いただく方になっていただきませんと、幾らまち

からの補助金があろうとも、その施設は徐々に悪

くなっていくんではなかろうかと、かように思い

ますし、今は非常にお客様の目が厳しく見ており

ますので、私は行政側の人間ですとか、そういう

ふうに申し上げて話が通るものではないものです

から、教育というのはよろしくどうぞお願いをい

たしたいと。 

  それから、行政の方でいろいろな意見が出たと

きに、お客様のことをどこに持っていったらいい

か、観光産業ですが、もちろん産業全体も含めて

どこに持っていったらいいか、お教えいただきた

いと思います。というのは、ちょっと長くなりま

すけれども、ここに持っていった、相談に行った

ら、それは違う課ですと。そして、そういうので

行ったり来たりになってしまうんです。これも少

し行政が改めていただくべきところだと思います

ので、できるだけ民間の方も考慮しますけれども、

何か質問事項があったときには、どこどこに、ど

ういうふうに行けば回答が得られるとか、そうい

うことをお教えいただくことも一つのサービスで

はないかなと、こういうふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 先ほども答弁い

たしましたとおり、接遇、それともう一つは、や

はり問題等によってはそれぞれの観光関係ですと

塩原の観光課、西那須野の商工観光課、本庁の商

工観光課とございますので、それらに議員さんお
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気づきの点がございましたら、直接私ということ

でも結構ですので、そちらの方にお尋ねをいただ

きたいと思います。なるべく失礼のないような形

での接遇に心がけたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ありがとうございます。お

客様は大切ですので、よろしくどうぞお願いしま

す。観光部長様だけでなく、それぞれの課、部の

方々もわかりやすくご返答いただけるような体制

を、それが民間の企業はすべてそうです。もしそ

の会社で何か起これば、役員のところまで来て責

任をとるわけですから、やはり上にいく以上は自

分が責任をとるような思いも含めて、役職を受け

ていただきたいなと、こういうふうに思います。 

  ⑸の産業観光行政と福祉行政の連携についての

会議に出てまいりましたところ、資料をいただい

て、静岡市ではもうやっていらっしゃるんですね、

５月に。この内訳が２つになっておりますが、商

工団体ということですから、福祉の方になるんで

しょうか、それとも商工の方になるかあれですが、

かなりの大きな組織が一体になって結婚支援部会

と子育て家族応援部会というのをなさるようです

が、先ほど方向がそのようになっているというこ

とは聞きましたが、大体いつぐらいから、これで

すと、６月、７月で集めるというように募集期間

が書かれておるんですが、那須塩原市はいかがな

んでしょうか、お伺いします。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） ただいまの質問に

お答えいたしますけれども、那須塩原市が協賛の

店舗とか施設を募集するわけではありません。確

かに先行募集ということで、６月１日から始まっ

ているようですけれども、県の方の担当者からの

説明会は確かにありました。詳しいスケジュール

等もその時点では示されておりませんので、今後

どういう形で推移するかわかりませんけれども、

県内、それから県北、もちろん那須塩原市でどの

程度の事業所がこの計画に参画するかどうかとい

うのも、全く私の方では現時点では把握しており

ませんので、そういうことでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 少子社会対策と子供育成

等々、それとあと商工団体が地域一体になろうと

いうことで、よいことだと思いますので、一日も

早く実行に移し、もし途中で何かが生じたときに

は、その時点でまたよい方向に改善をするという

形で那須塩原市がよい形で発展すればよいと思い

ますので、よろしくどうぞお願いをいたします。 

  私の質問はもう大体終わりましたが、何はとも

あれ、観光というのはいろいろなものをつくって

も、それからパンフレットをつくっても、人がい

ても、よい産業のものがあっても、お客様がそれ

を買ってくださるとか来てくださる、そういう対

象者が評価をしてくださらなければ何にもならな

いと。今、受け皿銀行のことで、大変栃木県はこ

れからどういうふうになるだろうという極めのと

ころでございます。そういう中で、一人一人が確

固たる理念を持って、どういうふうにしたら那須

塩原市がよくなるんだろう、今までやっていた人

たちがどういうふうにやったら守れるんだろうと

いうことが一番重要になるのではなかろうかと思

います。 

  そして、どこにも負けない観光地づくりという

ものを那須塩原市全体でやっていかないと、塩原

だけ、それから板室だけというわけにはまいりま

せん。それには、そこに住んでいる人がお迎えす
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る気持ちを上手に出していただくと、これが一番

大切なことだと思います。 

  その一番簡単なことは、学校教育でやっていら

っしゃいますけれども、ぜひ教えていただきたい

と思いますのは、あいさつ。あいさつができない

と、これは大人も子供もみんな同じですけれども、

ある観光地先進県に行きました。子供たちが「こ

んにちは」と声をかけてくださるんですね。一時

不安定なときに、知らない人には声をかけるのは

よそうということがありましたけれども、私の考

えはそうではないと思うんです。気持ちのいい人

間関係ができれば、同じく世界の中で対立してい

る、宗教が違っても、抱き合えばそこの中だって

親しみが生じて、戦にならないこともあるかもし

れない。話が通じることがあるかもしれませんの

で、ぜひあいさつというのを基本に、学校教育か

ら大人の世界まで、気持ちよくできるような社会

にしていただけたらいいなということをお願いを

いたしまして、私の一般質問を終わりにしたいと

思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、２番、岡部瑞穂君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 君 

○議長（植木弘行君） 次に、６番、鈴木紀君。 

〔６番 鈴木 紀君登壇〕 

○６番（鈴木 紀君） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号６番、鈴木紀です。 

  通告書に従いまして、一般質問をさせていただ

きます。 

  初めに、１、教育行政について。 

  ⑴校庭の環境整備について。 

  ①の校庭の芝生化のモデル的な取り組みについ

てお伺いをいたします。 

  ゆとり教育で学ぶ子供たち、学力低下への不安

が叫ばれているが、体力の低下は果たして大丈夫

なのか。塾通い、テレビゲーム、パソコン等、ま

た不審者の出没等、安全・安心ということからも

家の中で遊ぶことがふえ、子供たちの教育環境は

決してよい環境ではないことは、だれもが認める

ことだと思います。最近の子供たちの現状を見る

と、友達関係に問題を抱えている、子供たちの睡

眠習慣が適切でない、よく眠れない、何もしたく

ない、ストレスから来るお腹が痛い、また睡眠時

間が少ない子の方がだるさや注意散漫な子が多い、

頭が痛い、肩が凝るなどの症状が強いなどの子供

たちが増加の傾向にあると言われております。 

  このことから、子供たちの心身の健康が損なわ

れている可能性が高く、子供たちの人間関係の育

成、ストレス症状の軽減を図っていく必要がある

と言われております。 

  校庭の芝生化は、外で遊ぶことがふえ、登校す

る時間が早くなった、欠席する子供が減ったなど、

またコミュニケーションの機会がふえ、友達関係

が豊かになったと言われております。 

  また、身体活動の増加により、遊び疲れてぐっ

すり眠れる子供たちがふえ、リラックス効果にも

なり、ストレスの発散にもなりましたという結果

も出ております。 

  また、子供たちの地球の環境教育、教室の学習

環境もよくなります。子供たちが屋外で遊ぶ時間

がふえ、元気に跳んだり、はねたり、寝転んだり

できる校庭に生まれ変われることです。 

  それに、砂ぼこりを減少することにより、近隣

住民への迷惑防止の効果、保水効果、校庭緑化に

よる温暖化対策への貢献に加え、地域の人たちに

も利用や協力していただくことで、地域のコミュ
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ニティーのための活用等、さまざまあります。 

  また、芝生は生き物であると言われております。

季節によって発育の速度や必要な手入れは、運動

会のように多くの人が踏みしめた後には養生させ

なければならない、手入れを怠れば瞬く間に枯れ

てしまうと言われております。ある小学校では、

児童が学年ごとに役割分担をして管理している。

朝の環境タイムでは、芝刈りをし、芝に寝転んで

そこに生息する生物を観察したりしながら、生き

物を大切にする心をはぐくんでいる。自分たちで

育てた芝なので、むしったり意図的に踏み荒らし

たりする児童は、まずいないそうです。 

  このような環境からは、精神的なゆとり、情緒

的な安定も生まれるとも言われております。また、

ある学校では、家庭・地域・学校が一体となって

芝生の管理を行っています。芝の専門家であるグ

リーンキーパーの助言のもとで、芝刈りや種まき

を行い、１回の所要時間はわずかに30分、それで

も芝刈りが病みつきになる父兄もいると言われて

おります。 

  しかし、何よりも子供たちのにぎやかな声が聞

こえ、元気になることではないでしょうか。マス

コミも不安をあおることばかりをニュースにしま

すが、確かに暗いニュースが多いかもしれません。

しかし、子供たちが元気になるということは、家

庭も社会も元気になるということではないでしょ

うか。 

  現在、各都道府県で進めている校庭の芝生化は、

全国で1,119校、約３％が実施されております。

東京都では、19年度70校を予定していると聞いて

おります。また、県内でも芳賀町の南小学校では、

運動体験広場として814㎡を芝生化しているとも

伺っております。 

  このような観点から、校庭の芝生化をモデル的

に導入してはどうか、本市のお考えをお伺いいた

します。 

  次に、２の地域情報化の推進について。 

  ⑴の電子市役所の推進について、①公共施設予

約システムの導入予定はあるのかについてお伺い

をいたします。 

  私たちの暮らしの中で、携帯電話ほど生活に密

着しているものはないのではないでしょうか。数

年前は、携帯できる電話にすぎなかったものが、

今ではデジタルカメラ、ムービーカメラ、テレビ、

ラジオ、音楽プレーヤー、パソコン、ゲーム機、

電子マネー、そして首都圏での電車の切符の役目、

インターネットを利用しての株の売買から通販等、

また子供のいる位置を測定する機能等、多種多様

な機能が備えてあるのが現在の携帯電話でありま

す。携帯電話は、小学生も含め、ほとんどの人が

携帯しているのが現状であり、生活の必需品の一

つでもあります。 

  また、インターネットを利用しての情報化時代

でもあります。公共予約システムとは、このイン

ターネットに接続された携帯電話や家庭のパソコ

ンを使って、好きな時間に市のスポーツ施設や文

化施設などの空き状況の照会や予約申し込み、抽

選予約などができ、市民にとって非常に便利なシ

ステムです。 

  また、事務処理においても、帳票を自動的に作

成することなど、効率のアップにつながります。

その他、利用施設、利用日時、利用者情報など、

あらゆる角度からの集計・分析が可能になり、管

理運営の効率化に大きな威力を発揮します。 

  市民にとって便利、しかも事務処理の効率化に

つながる公共予約システムを導入する考えはある

のか、お伺いいたします。 

  また、あるのであれば、実施内容、実施計画は

どのようになっているのか、お伺いをいたします。 

  次に、②の統合型地理情報システムＧＩＳの現
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状の取り組みと今後の展開について。 

  統合型地理情報システムＧＩＳとは、道路、街

区、建物、河川など社会のさまざまな地理や位置

に関する情報をデジタル化、データベース化して

市役所内の複数の部署が横断的に利用するシステ

ムであります。この統合型ＧＩＳは、都市計画基

本図と地番図、さらに航空写真を合わせることに

より、市の概況を非常に明確にあらわすことがで

きます。これまでは、紙の地図をそれぞれの部署

が作成しておりましたが、重複して作成すること

がなくなるなど、大幅なコスト削減が見込まれま

す。さらに、事務の効率化、高度化を図れるとと

もに、市民に対しさまざまな行政情報が視覚的に

わかりやすく提供することもできます。 

  このようなことから、本市において、この統合

型地理情報システムＧＩＳの現状の取り組みと今

後の展開についてお伺いいたします。 

  次に、③のホームページの内容充実についてお

伺いをいたします。 

  平成17年12月の定例会において、私は、このこ

とについて取り上げ、質問をしていますが、ホー

ムページも新しくなり１年半を経過したので、改

めまして質問させていただきます。 

  ホームページの字の拡大、音声による読み上げ、

画面の背景色変更などの機能が追加され、視覚障

害者や高齢者、子供や外国人にもホームページの

アクセスが容易になりました。また、内容の面で

も、行政案内や事務手続などは、一定の機能は果

たしていると思われますが、市民の目線で情報を

発信しているのか、使いやすさはどうなのかに関

しては、残念ながらよくできているとは言えませ

ん。 

  ホームページの利用者は、本市の市民、市外の

人、事業所などいろいろあります。また、ホーム

ページの活用としては、情報を発信する利用者の

声を聞く、そして、インターネットを通じて利便

性の向上を図るなどを目的に挙げられますが、本

市においてホームページの目的、役割はどのよう

にとらえているのか、何を期待しているのかをお

伺いいたします。 

  これで１回目の質問を終了いたします。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ６番、鈴木紀議員の市政一

般質問にお答えをいたします。 

  私からは、２の地域情報化の推進についてお答

えをいたします。 

  市役所の構築につきましては、安全で便利な電

子市役所づくりとして、第１次那須塩原市総合計

画に位置づけ、推進していくこととなっておりま

す。 

  計画の中で、各種申し込みや申請などがインタ

ーネット上でできる「行政手続のオンライン化」

について、平成20年度から段階的に導入をしてい

きたいと考えており、現在、庁内に関係課職員で

構成するワーキンググループを立ち上げ、検討し

しているところであります。 

  ご質問の公共施設予約システムにつきましても、

このオンライン化の一つとして、スポーツ施設、

文化施設などへの導入を現在、検討しておるとこ

ろであります。 

  次に、統合型地理情報システムにつきましては、

現在、住宅地図と地番図を活用して、農政や統計

関連などの情報を入力し、職員の内部事務処理用

に導入をいたしております。 

  今後の展開につきましては、庁内的には、道路

や上下水道などの施設管理台帳との連携、市民の

皆様に向けましては、ホームページとの連携をし、
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地図上でさまざまな情報が確認できるような活用

方法を検討してまいりたいと考えております。 

  ③のホームページについてでありますが、その

目的、役割、期待は大きく２つあると考えており

ます。 

  １つは、市民の皆様へさまざまな行政情報を発

信し、行政サービスの提供に役立てるとともに、

市民の皆さんと情報の共有化を図りながら、まち

づくりに積極的に参画をしていただくこと。 

  ２つ目は、インターネットという世界を結ぶネ

ットワークを通じて、広く那須塩原市を紹介し、

知名度やイメージアップを図り、観光や企業誘致

などの産業活動の振興や地域の発展につなげてい

くことであると思っております。 

  その成果を上げるためにも、まずは、利用者の

視点に立ち、さらには、画像や音声などの表現方

法や情報発信の即時性などにも配慮しながら、現

状のホームページをより一層充実してまいりたい

と考えております。 

  このほかにつきましては、教育部長より答弁を

いたさせます。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 校庭の環境整備につき

ましてお答え申し上げたいと思います。 

  校庭の芝生化につきましては、生きた教材とし

て利用できるなどの教育上の効果や、降雨時にお

ける土砂の流出の防止や、強風時における砂じん

の飛散防止等、環境保全上の効果などが見込まれ

ておりますけれども、管理運営等、維持管理の問

題から今すぐということは難しいものと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） それでは、順次再質問をさ

せていただきます。 

  校庭の芝生化のモデル的な取り組みということ

です。 

  子供たちが外で遊ぶということがふえるという

ことはわかっていると思うんですが、その中にお

いて当然、表で遊ぶわけですからお腹も減ると。

ですから、夕食も食べると、当然また昼間遊んで

疲れるから、早く寝るということに関しては、以

前にも我々も質問しましたけれども、「早寝、早

起き、朝ごはん」というところにもつながってい

くのではないかと。また、そういうような効果も

あるのではないかと思うんですが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 鈴木議員おっしゃると

おり、早寝、早起き、朝ごはん、これは非常に大

事なことだと思います。そういうことに向かって、

子供たちが心身ともに健やかに育つような環境整

備、これは必要だと思っております。 

  ただ、芝生化するしないは別にしても、そうい

ことを学校では、現場としてはそのように教育を

していると、こういうことでございまして、統計

上もだんだんと芝生化の学校数もふえていること

も事実だと思っております。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） あとは、小学校においては、

校庭なんかで外周などに当然とは言わないですが、

桜の木がたくさん植えてあるということはご存じ

だと思うんですが、桜が咲いている時期は非常に、

我々もそうですけれども喜ばれる。しかし、その

桜が咲いた後は何か毛虫というか、これからの季

節なんでしょうけれども、アメリカシロヒトリと

いうんですか、そういった毛虫だとか、また冬に

おいては、先ほど言いましたように風による粉じ

んとかという部分においては、芝生化することに

よって近隣住民への環境という部分に関しては、
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かなり緩和されるのではないかなと、そのように

考えるんですが、この点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 環境の面からも、近隣

の住民に対しても非常にそういう効果はあるとい

うふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） それでは、ちょっと若干視

点を変えてお話ししたいと思うんですが、芝生化

の効率が、芝生化にすることによって教育では確

かにいいと思うんですが、それとまた６月６日か

らＧ８サミットですか、主要国首脳会議という中

でも地球温暖化のことに関しては、一番の最重要

点な課題になったと思うんですが、そういう中に

おいて芝生化をするということに関しては、芝生

化をしていない校庭と芝生化をしている校庭では、

やはり温度差が10度ぐらいあると言われているん

ですね。 

  そういう中において、この地球温暖化防止にお

ける二酸化炭素の排出量というものは、また日本

は世界で第４位だと。日本、中国、アメリカ、ロ

シア、そういう中で世界の中で約50％以上が二酸

化炭素を排出していると。そういう中においては、

我々一人一人がこれからはやはり地球温暖化に向

けて意識改革というものがかなり必要ではないか

なと言われてきていますけれども、そういう面に

おいて、芝生化をやっていくことによってそれぞ

れ生徒も地域の方たちもそうですけれども、一人

一人が地球温暖化に向かってやっていくのではな

いかと思うんですが、そういう部分においては、

生活環境部長はどのようにお考えかお聞かせくだ

さい。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  ご質問にありましたように、教育行政から一方、

環境という分野に目を向けていただいて、我々の

仕事としては大変ありがたいというご質問だった

というふうにお礼を言いたいと思います。 

  確かに私も勉強不足ではございますけれども、

先ほど何か東京では70カ所とかというお話があり

ましたように、ヒートアイランドという対策の中

で屋上緑化とか校庭の芝生化とか、それが大きな

仕事の一つになっているというふうに承っており

ます。そういう意味でも、確かに環境上、地球温

暖化防止の一助になるというふうに理解しており

ます。 

  ただ一方、先ほど教育部長等が答弁をしていま

すように、維持管理の問題、要するに費用対効果

という部分も当然にあろうと思います。この那須

塩原市は、緑豊かだと言われておりますけれども、

残念ながら中山間地や農地が毎年住宅開発なり、

それこそ産業廃棄物の用地なりに提供されている

のが現実でございますけれども、どちらかといえ

ば、そういう今ある緑を守る方がよりコストが低

くよろしいのではないかと。住宅ならせっかく都

市の基盤整備をしている用途地域にお住まいにな

っていただければ、いろいろトラブルも起きない

のではないかと、環境上もいいのではないかと、

私自身は、そう思って日常仕事をさせていただい

ています。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 大変ありがとうございまし

た。 

  先ほど私も言いましたように、私一人ぐらいは

ということからではなくて、まず自分から、自分

からまず始めなければいけないのかなという部分

においては、やはり教育という部分がそこに問題
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提起になると思うんですが、教育長は、その点ど

ういうふうにお考えかお聞かせください。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 今、鈴木議員の考えには

全く同感でございます。私自身も校長時代に中庭

の校庭緑化ということで、900平米の芝生をつく

りまして、そこで休み時間10分に子供たちが上履

きのまま出て遊べるという環境をつくったところ、

非常に活発に利用していただけたというふうなと

ころがありました。 

  現在、先ほどの教育部長、生活環境部長の説明

からしても、費用対効果その他もろもろの事情が

ありまして大変だとは思いますので、子供たちの

学校教育現場においては、緑化活動とか、それか

ら植樹、そういうのを考えながら、保護者と地域

とそういう奉仕活動を通しながら、学校の緑化活

動に努めているというのが各学校の現状でござい

ます。 

  そういうふうな地道な活動の中で、児童生徒の

発達段階に応じた温暖化という大きな目標に向け

た小さな取り組みができていくと、こんなふうに

考えておりますので、今後とも緑化活動及び植樹

活動その他温暖化、環境のエコ活動とか、こうい

うものを推進したいと、こんなふうには考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） ありがとうございました。 

  それでは、もう１点なんですが、校庭を芝生化

するとはいっても、全面にするか、またトラック

とかインフィールド以外の外周にするとか、また

グラウンドの両面にするとかという部分では、全

面にするか、一部にするかによっては金額も相当

変わると思うんですね。大体約1,000万円から

2,000万円かかるのではないかと言われています

けれども、国の方の事業の中で、文科省の中で屋

外環境教育事業というのがあるのはご存じだと思

うんですが、この中でもやはり３分の１は補助し

ていただけるという形があるものですから、そう

いったものをやはり利用して進めてはどうかなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 屋外教育環境整備事業

ということで補助があることは存じております。

そういう中で、今後よく研究をさせていただきた

いと思います。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 今現在、耐震化事業という

ことで、大変進まれていると思うんですが、これ

は本当に重々必要であるということは承知してお

るんですが、ただ、芝生化にすることによって、

初期費用は確かにかかると思うんですが、維持管

理の部分で考えるならば、業者に依頼すればこれ

はまた話は別ですけれども、肥料とかで言います

と、大体年間20万円から30万円と。また、散水、

芝に水をやりますね、それなんかでも、やはり水

道を使えば200万円ぐらいかかるのではないかと、

しかし、それなんかもやはり雨水を利用すれば、

かなり経費削減になるのではないか、そう思うん

ですが、そこら辺のところも一つには考えていた

だきたいと。 

  それと、もう一つは、やはり市の施設でも維持

管理ということでは、公共の福祉という名のもと

に、やはり年間何百万円も投資しているところが

あるわけですから、そういうことを考えますと、

やはり今言ったような公共の福祉ということで、

地域も学校も子供たちも、また地球温暖化のため

にも、非常に効果があると言われているものをそ

ういった部分で、初期費用は別としても、維持管

理費がかかるということに関しては、また多くの
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人が喜んでいただけるという部分であれば必要で

はないかなと思うんですが、その公共の福祉とい

う名のもとについては、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） もちろん公共の福祉は、

最大限住民の福祉でございますので結構だと思い

ます。 

  ただ、実際にやるにしても、問題は維持管理の

話まではしたけれども、やはり地域あるいは学校

等々が理解をしない限りは、教育委員会がやると

かという話になってもなかなか難しい問題があり

ますので、そういうものを含めて今後検討させて

いただきたいと、このように思っております。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） わかりました。 

  ちょっと露骨な言い方かもしれないんですが、

財政面がかなり厳しいという状況がやはり一番重

くのしかかるのではないかなと思います。そうい

った中で、住民サイドの方から市の方に、行政の

方に対して何とか協力していただきたい、協働と

いう言い方になるのかもしれないんですが、そう

いった話が出た場合には協力していただけるのか

どうか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 住民からという今のお

話でありましたけれども、当然そういう話があれ

ば、検討させていただきたいと思います。 

  ただ問題は、今もお話がありましたけれども、

すぐにどうこうという話にはなかなか、振興計画

等もありますので、その辺も十分検討させていた

だきたい、このように思っております。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） はい、わかりました。 

  以上、子供たちの体力増加、健康増進、学力向

上、地域との交流また経費ということで質問させ

ていただきましたけれども、現在、学区審議会も

立ち上がっていると思うんですが、その中でもし

っかりと芝生化のモデル的な取り組みとして検討

していただけたらなと、そういうものを要望して

次の質問に移させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

  次に、公共施設予約システムの導入についてと

いうことなんですけれども、先日、携帯電話の普

及率ということで本県のやつが載っていたもので

すから、ちょっと話させていただきます。 

  本県の携帯電話の加入件数は148万8,000件とい

うことで、普及率が70％と。関東圏内ではどうか

といいますと、84.1％が平均。また、全国では

76.1％が平均ということで、若干本県の場合は低

いのかなと言われていますけれども、かなりの普

及率はあるということで、そういう中において先

ほどの公共施設予約システム導入、平成19年度と

言いましたか、予定しているというんですが、施

設もスポーツ施設とか文化施設等ありましたけれ

ども、具体的なものがわかれば教えていただきた

いなと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） それでは、公共施設の

予約関係でお答えをしたいと思います。 

  導入は、平成20年度から段階的に取り入れてい

きたいと、こういうことで現在、庁内11関係課な

んですけれども、このワーキンググループを立ち

上げていると、こういうことです。 

  その中で、具体的には予約でいきますと、現在、

図書館はもう既に予約ができるシステムになって

ございますけれども、そのほか生涯学習課、それ

からスポーツ振興課関係のいわゆる施設、こうい

ったものを想定していると、こういうことでござ

います。 

  ただ、いろいろ予約は、機械上はさほど問題は
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ないんですけれども、有料施設については、料金

の取り扱いとかもろもろの課題もあるものですか

ら、これらワーキンググループの中でいろいろ課

題を出し合って、できるものからやっていこうと、

このような考えでおるところであります。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 平成20年度といいますから、

来年ですね。これから研究ということでしょうか

ら、まだちょっと運用システムというようなのは

なかなかまだできていないと思うんですが、それ

は後日ということで終わります。できるだけいろ

いろな使い勝手がやすいような形で進めていただ

けたらなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次、統合型地理情報システムＧＩＳということ

なんですが、各課に行って聞いても、このＧＩＳ

の使い勝手がなかなかまだ理解されていないと、

そういうものがかなり見受けられるものですから、

またカウンターに行きますと、左の方に地図がい

っぱい重なっていますよね。そういうのを見ると、

それよりもやはり画面上でここら辺、ちょうど場

所がここだと言っても、地図と地図のちょうど境

目あたりの場合の地図なわけですね、家といいま

すか。それをしたときに、なかなか骨が折れると

いう部分ですと、やはり画面上でここだよと言っ

た方が早いのかなと。 

  また、紙のむだということも考えると、かなり

削減されるのではないかなという部分もあります

けれども、研修会は大変少なかったのではないか

なと思うんです。今後もっともっとその研修会を

進めていただいて、利用方法とか周知徹底と、そ

ういうものをしっかりとやっていただきたいと思

うんですが、研修会等の今後の予定なんかはいか

がでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  情報関係、ＩＴ関係でいろいろな研修をやって

おりますけれども、その中で事ＧＩＳということ

に限って言いますと、18年度は４日間日にちをと

りまして、それぞれこれを使うといいますか、可

能性がある課の職員の皆さんに主に使い方に視点

を置きまして、この４日間の中で午前・午後に分

けまして、それぞれ仕事に支障がないといいます

か、この中でなるべく参加してもらえるようにと

いうことで、18年度は４日間研修会を開催したと。 

  そのほか、ホームページの研修とか、それから

情報システムのそれぞれの課に担当者がおりまし

て、そういう人の研修のときにも当然ホームペー

ジでもＧＩＳを使っていくとかということもあり

ますので、その中でも操作の方法とか、こういう

使い方もあるというようなことで、私ども情報政

策係の方で持っている情報を提供しながら勉強を

していくと、こういうことでございます。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 今後もやはり研修会は当然

やっていくんだと思うんですが、また、我々市民

に向けての展開といいますか、１つには例を挙げ

ると、道路工事が始まる場合に、いつからいつま

で、どこからどこまでという部分での情報公開も

していただければ、かなり助かるんではないかな

と思うんですが、今後の研修会も含めて、そうい

った対応もどのように考えているかお聞かせくだ

さい。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 先ほど市長の方からも

ご答弁申し上げましたですけれども、私どもとし

ては、庁内の事務処理の効率化を図る面もありま

すけれども、その最大のものは市民の皆さんに本

当に利用しやすい情報を提供していくと、こうい

うことを考えております。それは、具体的にはホ
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ームページの中にこの地理情報システムを連携さ

せながら、今、議員がおっしゃられるようなこと

も含めて、使い勝手のいい、わかりやすいホーム

ページにしていきたい、適切な情報を流していき

たい、こんなふうに考えております。 

  具体的にいつからと、こういうのはあれなんで

すが、今現在、実は那須塩原市のここにタイトル

にもありますけれども、地域情報化計画なるもの

を間もなくまとめ上げることにしております。こ

れは、総合計画とリンクをさせまして、前期５カ

年、今年度から始まるんですけれども、19年から

23年という中でできるものとできないものといい

ますか、将来に先送りするものと、こういう区分

けをしながら計画を進めていこうというようなこ

とにしておりますので、こちらがまだ最終的な庁

内に意思決定していないものですから、きょうの

時点ではちょっとスケジュール的なものは申し上

げられないんですけれども、そういう方向で進ん

でいくということであります。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 次のホームページにも関連

するものですから、できるだけ早い形で利便性を

考えて実行に移していただきたいなと思います。 

  それでは、次のホームページのことなんですが、

現在、光ファイバーがかなり那須塩原市において

も網羅されてきたと思うんですが、そういう中に

おいて、一つの先ほども携帯電話の話をしました

けれども、かなりやはり見る人、聞く人がふえて

いるんではないかなと。また、そのアクセス数を

いかにふやしていくのかなということがやはり一

番に問題になるのではないかと思うんですね。 

  そういう中においては、ホームページのトップ

ページの上で、インターネットをつないでホーム

ページを見ようとする人は、先ほども言いました

ように市内の人、市外の人、また事業所という３

通りあると思うんです。そういう中で、３通りの

中で事業所向けも含めてトップページの上で載せ

られるのはどうか、これはシステム上の問題です

が、ひとつお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 当然内容がそれぞれよ

くても、見やすさといいますか、そういう部分に

も配慮しないとなかなかアクセスしていただけな

い、こういうことなんだろうと思います。そうい

う中で、ただいま事業所も含めてというような形

でのサイトのつくり方のご提案なんですけれども、

いろいろこれはやり方があると思いますので、私

どもの方としても、いろいろ関係課ともご相談し

ながら、実質、情報政策係だけではできませんの

で、それぞれの担当の情報をホームページに載せ

ていくということで、第一義的にはそれぞれの担

当にやっていただくと、こういうことになってい

ますので、そのくくりをどうするか、システム上

どうするかということだと思いますんで、その辺

は十分庁内で検討させていただきたいと、こんな

ように思います。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） それで、アクセス数なんで

すが、昨年度のアクセス数はどのぐらいだったの

か、ひとつお聞きしたいと思うんです。というの

は、先ほどもやはりアクセス数のことで話をしま

したけれども、宇都宮市では月に約10万件のアク

セス数があるというんです。そういう中で、やは

りこの後、有料広告のこともお話ししますけれど

も、アクセス数がふえれば、それだけ見る人がふ

えるということですから、当然本市においては、

塩原、板室というのが控えているわけですから、

やはり観光的な情報も見たいという、また見てそ

の中で行こうかなという部分がふえると思うんで

すね。ですから、そういう部分のアクセス数のふ
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える努力の中でもしていただきたいと思うんです

が、その中でこういったものができるのかどうか

というのもちょっとお聞きしたいと思うんです。 

  １つには、イメージ画像を張りつける、視覚的

な演出と。２つ目には、各公共施設や観光情報を

動画で流す、動画の活用ですね。３つ目には、市

民のニュースということで、先日行われた関谷の

大つり橋のどしゃ降りの中の結婚式という、そう

いったものとか、西那須で行われたねんりんピッ

クとか、また６月１日に解禁になった鮎つりとか

と、これから夏に行われる夏祭りとか、そういっ

たものを載せられないかということと、もう一つ

には、やはり見てもらうための努力として、健康

一口メモなんていうこともあるのかなと。また、

５つ目には、ホームページ上で現状ではいろいろ

な要望とか質問はメールでやりとりしていると思

うんですが、なかなかメールでのやりとりは現状

どのぐらいあるのかわかりませんけれども、ホー

ムページの中で質問コーナーとかを設けてもらえ

れば、ああこういったものも質問できるのかなと、

そういう部分で皆さんにお知らせすることもでき

るのではないのかと思うんですね。 

  また、先ほど言ったようにリンクの工夫とかい

った部分で、改善の方向でこれから進めてもらい

たいと思うんですが、この点については、先ほど

答弁ありましたけれども、できるだけ早い時期に

やっていただければと思うんですが、そういう部

分では早い時期に改善する計画はあるのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 何点かありましたので、

お答えをしたいと思います。 

  まず、画像・動画の関係なんですけれども、技

術的にはシステム上さほど難しいことではないと

いう担当の話です。ただ、そういうデータといい

ますか情報といいますか、そういうものがあれば、

それは流すことは可能だということで、例えば市

の名所とかそういったところの画像なり動画、こ

ういったものを何らかの形で保存されているもの

を流すと、こういうことは技術上は可能であると

いうことですので、今後これらについては研究を

させていただきたいといいますか、進めてみたい

なと、こんなふうに思っています。 

  それから、市民のニュースといいますか、季節

のもろもろのイベントとか一口メモも含めてです

けれども、行政の方の情報を流すという大きな役

割を担っていますけれども、これらのそれをアク

セスして見た人が何らかの利点といいますか、何

か得られるものがあるということがまたリピータ

ーといいますか、つながっていくということだと

思います。そういう点から考えますと、同じもの

を流すにしても、ちょっと工夫をすればそういう

視点でやり方もできるのかなと、少し頭をやわら

かくして考えてみるということも必要かなと思い

ますので、これもいろいろ職員で話し合ってみた

いと思います。 

  それから、アンケートの関係なんですけれども、

実はちょっとおくれたんですけれども、６月、今

月の６日からトップページの右下のところなんで

すけれども、アンケートにご協力くださいという

ことで、全部で10項目ほど項目を設けまして、９

項目はそれぞれ見やすかったですかとか、何か不

都合はありましたかというチェックをボタンでし

たいただくことになりまして、最後の10問目は何

か意見がありましたらということで書き込みをし

ていただくと、こんなことで６日からなんですけ

れども、きのうの時点でも約20件近くですか、い

ただいているということで、今後そういったもの

があるということで、いろいろな意見を寄せてい

ただけるのかなと。寄せられた意見をもとに、そ
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れぞれまた担当、関係課、もろもろ不足している

情報とか、見たい情報とか、つくり方がどうだと

いうのもいろいろあると思いますので、そんなこ

とで生かしていきたいなと、こんなふうに思って

おります。 

  最後に、ネットワークの話なんですけれども、

これにつきましても、今後５カ年の情報化計画の

中で、例えば先ほども予約の話はしましたですけ

れども、いろいろな大会とか研修会の申し込みと

か、こういったものも一つのサイトといいますか、

窓口の中で今いろいろな機関のものができると、

そういうことでいろいろな団体ともネットワーク

といいますか、機械上だけではなくて一緒に画面

をつくると、こういう意味でのつながりのネット

ワークと、こういったものも考えて市民の利用し

やすいホームページにしていきたい、こんな努力

をしたいという考えでおります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） ぜひ、システム的な部分で

すぐにリンクにしろ、早くスピード化が上がるも

のであれば、また早急にできるのであればやって

いただきたいなと思うので、１つには例を挙げる

と、保健センターなら保健センター、ひとつ立ち

上げるときに何回クリックするのか。まず、「健

康」のところをクリックして、そして、市役所の

どこか保健課か何かというところかな、それから

保健センターのホームページになって、そこから

やっと各黒磯、西那須野、大田原のホームページ

が出るというような、そういう形になっています

から、そこら辺のところも改良できるのであれば

早急に改良していただきたいなと思います。 

  それと、もう一つは、アクセス数なんですが、

先ほど話はなかったんですけれども、どのぐらい

あったんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えします。 

  ２点ほどあったかと思うんですけれども、クリ

ックの関係なんですけれども、一般的には大体３

回から４回で目的地へ到達しないとなかなか利用

者は利便性を感じない、こういうことですので、

なるべくいろいろ内容にもよりますので、一概に

すべてとはいきませんですけれども、改良できる

ものは改良していきたいと、こんなふうに考えま

す。 

  それから、アクセス件数なんですけれども、ト

ップページの方なんですが、若干私どもで設定の

ときに今ちょっといろいろトラブルがありまして、

最近になってやっと正確なものがつかめるという

ことで、トップページにつきましては約３万件ち

ょっとです。 

  そのほか、内容にどれだけアクセスしていただ

いたかというのを最初は重点に置いたものですか

ら、これでいきますと、コンテンツ、内容、それ

からジャンル、項目とふえて、項目の中でも簡単

な情報は、イベントなどはいついつに何があると

いうのはわかるわけなんですけれども、それを合

計いたしますと、約225万件ぐらい年間あると。

ですから、日に6,000件ぐらいですか、アクセス

があると、こういう状況です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 先ほども言いましたように、

ホームページに対するアクセス数は、最終的には

一つのやつの税外収入といいますか、そういった

ものが得られるような形もとれるのではないかな

と。やはり新聞ではないですけれども、購読数が

多いというものもやはり広告に載せる一つのレベ

ルといいますか、そういうことになるんではない

か。そういうふうに考えますと、いかにアクセス

数をふやせる努力をしていただくかということが

－84－ 



 

やはり一番の基本になるんではないかと思うんで

すが、そういう中において、宇都宮市では有料広

告ということで、まだ、７月から始まるみたいな

んですが、合計で５枠ありまして、１枠が月に３

万円、ですから５枠で15万円、４カ月が１つの単

位ということでありましたけれども、今後は、こ

の有料広告も含めて検討していただきたいと思う

んですが、有料広告についてはいかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 有料広告のお話ですけ

れども、昨年来いろいろ内部的に検討してまいり

まして、本年度、それぞれいろいろな広告を載せ

る対象になるものはあるものですから、その件も

含めまして、それぞれの、これも検討会を立ち上

げて、20年度から、実施の方向では考えたいと思

うんですけれども、方向性を出せるように現在考

えて作業を進めたいと、こんなふうに思っており

ます。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） わかりました。 

  いずれにしろ、先ほどの芝生化の問題にしろ、

やはり財政が一番厳しいという問題があるもので

すから、少しでも税収が上がる方向で考えていた

だければなということに関しては、やはりこのホ

ームページのアクセスすることも１つは税収のア

ップにつながるんではないかなと思いますので、

ぜひアクセス数をふやす努力をしていただいて、

またそれを要望しまして、私の一般質問を終わり

ます。 

  ありがとうございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、６番、鈴木紀君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１１分 
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